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第
二
章

ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
状
況

第
二
節

ハ
ン
ブ
ル
ク
・
ブ
レ
ー
メ
ン
の
行
政
裁
判
制
度

⚑

行
政
裁
判
制
度
の
創
設
の
経
緯

⑴

第
二
帝
政
期
に
お
け
る
行
政
裁
判
制
度
の
構
想

ハ
ン
ブ
ル
ク
と
ブ
レ
ー
メ
ン
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
行
政
裁
判
制
度
を
設
け
る
ま
で
、
行
政
事
件
を
司
法
裁
判
所
の
管
轄
と
し
て
い

た
の
で
あ
る
が(255
)、
い
ず
れ
の
ラ
ン
ト
に
お
い
て
も
す
で
に
第
二
帝
政
期
か
ら
行
政
裁
判
制
度
の
構
想
は
存
在
し
た
。

⒜

ハ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
一
八
七
九
年
の
「
行
政
と
司
法
の
関
係
に
関
す
る
法
律(256
)」
二
四
条
二
項
が
、「
そ
の
他
、
…
…
行
政

庁
の
処
分
又
は
措
置
に
よ
る
私
権
の
侵
害
を
理
由
と
し
て
、
以
下
の
規
定
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
当
該
行
政
庁
に
対
し
て
裁
判
所
に

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
定
め
た
こ
と
に
よ
り
、
司
法
裁
判
所
が
行
政
事
件
を
管
轄
し
て
い
た(257
)。
し
か
し
、
行
政
活
動

が
複
雑
多
様
化
す
る
に
つ
れ
て
、
司
法
裁
判
所
の
裁
判
官
は
行
政
及
び
行
政
法
に
関
す
る
知
識
を
十
分
に
備
え
て
い
な
い
と
い
う
主
張

が
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
議
会
さ
ら
に
は
行
政
の
側
か
ら
も
行
政
裁
判
制
度
の
設
立
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た(258
)。
こ
の
よ
う
な
要

求
も
あ
っ
て
、
一
九
一
〇
年
に
は
政
府
が
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
の
草
案
（
以
下
で
は
一
九
一
〇
年
草
案
と
い
う
）
を
議
会

に
提
出
し
た(259
)。
政
府
は
草
案
の
提
出
に
際
し
て
、
司
法
裁
判
所
の
裁
判
官
は
行
政
に
関
わ
る
経
験
や
知
識
を
有
し
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
に
加
え
て
、
行
政
事
件
は
公
益
に
関
係
す
る
た
め
に
職
権
主
義
に
基
づ
く
手
続
が
要
求
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
司
法
裁
判
所
の
手
続
は
行

政
事
件
の
処
理
に
は
適
さ
な
い
と
い
っ
た
こ
と
も
、
行
政
裁
判
制
度
の
創
設
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
た(260
)。

一
九
一
〇
年
草
案
は
、
一
般
行
政
の
組
織
か
ら
独
立
し
た
一
審
か
つ
終
審
の
行
政
裁
判
所
を
構
想
し
て
い
た
が
（
一
条
・
六
八
条(261
)）、

ま
ず
目
を
引
く
の
は
、
行
政
庁
の
処
分
に
対
す
る
抗
告
訴
訟
に
つ
い
て
は
概
括
主
義
を
採
用
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
一
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〇
年
草
案
で
は
、
三
〇
条
か
ら
四
三
条
に
お
い
て
管
轄
事
項
が
列
挙
さ
れ
て
い
た
が(262
)、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
規
定
で
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い

行
政
庁
の
処
分
に
関
し
て
も
、
四
四
条
で
補
完
的
に
行
政
裁
判
所
の
管
轄
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
四
九
条
に
は
民
事
訴
訟
法
に
倣
っ
て
確
認
訴
訟
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
規
定
に
よ
り
、
法
律
関
係
の
即
時

確
定
を
求
め
る
「
正
当
な
利
益
〔
berechtigtes
Interesse〕」
が
あ
れ
ば
、
も
は
や
個
別
の
法
律
の
規
定
が
確
認
訴
訟
を
認
め
て
い

る
か
ど
う
か
を
問
題
に
す
る
こ
と
な
く
、
確
認
訴
訟
を
提
起
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た(263
)。
さ
ら
に
、
七
一
条
か
ら
七
九
条
で
は
抗
告
訴
訟

に
つ
い
て
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
中
で
は
、
行
政
庁
が
処
分
の
発
付
を
拒
否
し
た
こ
と(264
)に
対
し
て
も
訴
訟
を
提
起
で
き

る
こ
と
が
示
さ
れ
（
七
一
条
一
項
二
文
）、
か
か
る
訴
訟
に
お
い
て
は
、
当
該
処
分
の
発
付
を
行
政
庁
に
命
じ
る
こ
と
を
求
め
る
も
の

と
さ
れ
た
（
七
四
条
二
文
）。
つ
ま
り
、
義
務
付
け
訴
訟
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る(265
)。

右
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
一
九
一
〇
年
草
案
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
法
律
と
し
て
成
立
し
な
か
っ
た
。
一
審
制
を
提
案
す
る
一
九
一

〇
年
草
案
に
対
し
て
、
議
会
で
は
二
審
制
の
導
入
が
主
張
さ
れ
、
政
府
と
の
間
で
意
見
が
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
そ
の
理
由

で
あ
る(266
)。
も
っ
と
も
、
個
別
領
域
の
行
政
事
件
に
限
っ
て
管
轄
権
を
有
す
る
特
別
行
政
裁
判
所
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
も
存
在
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る(267
)。

⒝

ブ
レ
ー
メ
ン
の
場
合
、
一
八
五
四
年
の
ブ
レ
ー
メ
ン
憲
法(268
)一
五
条
が
「
行
政
庁
の
措
置
に
よ
り
私
権
を
侵
害
さ
れ
た
と
考
え
る
者

に
は
す
べ
て
、
裁
判
所
へ
の
出
訴
の
途
〔
Rechtsw
eg〕
が
開
か
れ
て
い
る
。」
と
定
め
て
か
ら
、
行
政
事
件
は
司
法
裁
判
所
の
管
轄

と
さ
れ
て
い
た
が(269
)、
こ
こ
で
も
第
二
帝
政
期
か
ら
行
政
裁
判
制
度
の
創
設
に
向
け
て
の
動
き
が
見
ら
れ
た
。
行
政
裁
判
制
度
の
導
入
を

検
討
す
る
た
め
の
委
員
会
が
、
一
九
〇
三
年
に
議
会
に
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る(270
)。
だ
が
、
委
員
会
の
議
論
で
は
、
ブ
レ
ー
メ
ン
の
よ
う

に
小
さ
な
邦
（
ラ
ン
ト
）
で
は
行
政
法
令
の
数
は
少
な
く
、
司
法
裁
判
所
が
行
政
事
件
を
扱
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
行

政
事
件
に
関
す
る
司
法
裁
判
所
の
判
例
は
満
足
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
行
政
裁
判
制
度
の
導
入
に
否
定
的
な
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意
見
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
委
員
会
が
行
政
裁
判
制
度
に
つ
い
て
具
体
的
な
提
案
を
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た(271
)。

⑵

ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
お
け
る
行
政
裁
判
制
度
の
創
設

し
か
し
、
一
九
一
九
年
に
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
が
制
定
さ
れ
て
一
〇
七
条
が
設
け
ら
れ
る
と
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
と
ブ
レ
ー
メ
ン
の
い
ず
れ

に
お
い
て
も
、
行
政
裁
判
制
度
の
導
入
の
作
業
が
進
め
ら
れ
た(272
)。
そ
し
て
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
、
一
九
二
一
年
に
「
行
政
裁
判
権
に
関
す

る
法
律(273
)」（
以
下
で
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
と
い
う
）
が
制
定
さ
れ
た
。

他
方
で
、
ブ
レ
ー
メ
ン
の
場
合
、
当
初
は
一
九
二
〇
年
の
「
行
政
訴
訟
事
件
に
お
け
る
ブ
レ
ー
メ
ン
地
方
裁
判
所
の
管
轄
に
関
す
る

法
律(274
)」
に
よ
っ
て
、
従
前
の
通
り
司
法
裁
判
所
が
行
政
事
件
を
扱
う
こ
と
と
さ
れ
た
。
だ
が
、
政
府
は
そ
の
法
律
案
を
議
会
に
提
出
す

る
際
に
、
当
該
法
律
は
行
政
裁
判
制
度
が
創
設
さ
れ
る
ま
で
の
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
お
り(275
)、
そ
の
後
、
一
九
二
四

年
に
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律(276
)」（
以
下
で
は
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
法
と
い
う
）
が
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

⚒

行
政
裁
判
制
度
の
特
徴

⑴

司
法
裁
判
所
と
の
密
接
な
関
連

こ
う
し
て
成
立
し
た
ハ
ン
ブ
ル
ク
と
ブ
レ
ー
メ
ン
の
行
政
裁
判
制
度
で
あ
る
が
、
な
お
そ
れ
ま
で
の
司
法
国
家
制
の
影
響
が
少
な
か

ら
ず
残
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
か
か
る
影
響
は
ま
ず
、
組
織
的
及
び
人
的
に
司
法
裁
判
所
と
密
接
な
関
連
性
を
有
し
て
い
た
こ
と
に

現
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
顕
著
に
見
ら
れ
た
。

⒜

ハ
ン
ブ
ル
ク
の
場
合
、
一
九
一
〇
年
草
案
は
一
審
制
を
提
案
し
て
い
た
が
、
一
九
二
一
年
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
は
行
政
裁

判
所
と
上
級
行
政
裁
判
所
の
二
審
制
を
採
用
し
（
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
一
条
一
項
）、
い
ず
れ
も
一
般
行
政
の
組
織
か
ら
独
立
し

た
も
の
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
九
一
〇
年
法
案
は
行
政
裁
判
所
を
司
法
裁
判
所
と
は
別
個
に
設
置
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
て(277
)、
一
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九
二
一
年
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
で
は
、
行
政
裁
判
所
と
上
級
行
政
裁
判
所
は
そ
れ
ぞ
れ
、
司
法
裁
判
所
で
あ
る
地
方
裁
判
所
と

上
級
地
方
裁
判
所
に
付
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
司
法
裁
判
所
と
組
織
的
に
結
び
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
関
し
て
、
ハ
ン
ブ
ル

ク
行
政
裁
判
法
の
立
法
過
程
で
は
、
行
政
裁
判
所
を
行
政
の
一
部
と
せ
ず
、
そ
の
独
立
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
い
う
説
明
も

見
ら
れ
た
が(278
)、
主
な
理
由
は
当
時
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
厳
し
い
財
政
事
情
に
あ
っ
た(279
)。
つ
ま
り
、
も
し
司
法
裁
判
所
か
ら
分
離
し
て
行
政

裁
判
所
を
設
置
す
れ
ば
、
そ
の
た
め
に
新
た
に
職
員
を
確
保
す
る
な
ど
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
費
用
が
か
さ
む
と
い
う
わ

け
で
あ
る(280
)。

さ
ら
に
、
人
的
な
側
面
に
お
い
て
も
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
行
政
裁
判
制
度
は
司
法
裁
判
所
と
結
合
し
て
い
た
。
第
一
審
の
行
政
裁
判
所

に
は
複
数
の
部
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
各
部
の
裁
判
長
は
地
方
裁
判
所
の
裁
判
官
か
ら
任
命
さ
れ
る
旨
が
規
定
さ
れ
て

い
た
（
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
二
条
二
項
）。
ま
た
、
第
二
審
の
上
級
行
政
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
各
部
の
裁
判
長
さ
ら
に
陪
席
の

職
業
裁
判
官
は
、
上
級
地
方
裁
判
所
の
裁
判
官
か
ら
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
同
法
五
条
二
項
一
文(281
)）。
他
に
も
、
行
政
裁

判
所
及
び
上
級
行
政
裁
判
所
に
対
す
る
直
接
の
監
督
は
そ
れ
ぞ
れ
、
地
方
裁
判
所
長
官
及
び
上
級
地
方
裁
判
所
長
官
の
責
任
と
さ
れ
て

い
た
（
同
法
一
条
三
項
二
文
）。

⒝

そ
れ
に
対
し
て
、
ブ
レ
ー
メ
ン
は
当
初
は
一
審
制
を
採
っ
て
い
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
一
九
二
四
年
の
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判

法
の
立
法
過
程
に
お
い
て
は
、
当
時
の
ブ
レ
ー
メ
ン
の
厳
し
い
財
政
事
情
と
と
も
に
、
ブ
レ
ー
メ
ン
の
よ
う
に
小
さ
な
ラ
ン
ト
で
は
第

二
審
を
設
け
て
も
あ
ま
り
利
用
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
加
え
て
、
本
章
補
論
で
取
り
上
げ
る
ラ
イ
ヒ
行

政
裁
判
所
の
設
置
が
近
い
う
ち
に
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
第
二
審
の
役
割
を
委
ね
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る(282
)。

だ
が
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
立
が
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
も
影
響
し
た
の
か
、
ブ
レ
ー
メ
ン
で
も
第
二
審
を
導
入
す
べ
き
と
の
声

が
後
に
大
き
く
な
り
、
一
九
三
三
年
の
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
法
の
改
正(283
)の
際
に
上
級
行
政
裁
判
所
が
設
け
ら
れ
た
（
一
九
三
三
年
の

ドイツにおける行政訴訟の類型の歴史的展開（三）

(阪大法学) 67 (2-5）237〔2017.⚗〕



改
正
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
法
一
条
一
項
）。
行
政
裁
判
所
と
上
級
行
政
裁
判
所
の
い
ず
れ
も
一
般
行
政
の
組
織
か
ら
独
立
し
て
い
た

が
、
さ
ら
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
場
合
と
異
な
り
、
司
法
裁
判
所
と
も
別
の
組
織
で
あ
っ
た(284
)。

し
か
し
、
人
的
な
側
面
を
見
れ
ば
、
ブ
レ
ー
メ
ン
の
行
政
裁
判
制
度
も
司
法
裁
判
所
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
第
一
審
の
行
政

裁
判
所
の
裁
判
官
の
う
ち
、
各
部
の
裁
判
長
と
陪
席
の
職
業
裁
判
官
に
関
し
て
は
、
ブ
レ
ー
メ
ン
が
小
さ
な
ラ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
か
ら

し
て
専
任
の
裁
判
官
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
場
合
は
行
政
官
吏
又
は
ブ
レ
ー
メ
ン
の
司
法
裁
判
所
の
裁
判
官
が
兼
任
で
任

命
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
（
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
法
二
条
二
項
四
文
）、
実
際
の
と
こ
ろ
司
法
裁
判
所
の
裁
判
官
が
多
数
選

任
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る(285
)。
ま
た
、
一
九
三
三
年
に
置
か
れ
た
上
級
行
政
裁
判
所
で
も
、
裁
判
長
は
地
方
裁
判
所
（
司
法
裁
判
所
の

第
二
審
）
の
長
官
が
兼
任
し
て
い
た
（
一
九
三
三
年
の
改
正
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
法
三
条
一
項(286
)）。

⑵

概
括
主
義
の
採
用

次
に
、
行
政
裁
判
所
の
管
轄
事
項
に
関
し
て
は
、
概
括
主
義
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
九

条
及
び
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
法
八
条
一
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
た
。

ハ
ン
ブ
ル
ク
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
九
条

行
政
裁
判
所
は
、
法
律
に
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
と
り
わ
け
裁
判
が
特
に
政
府
〔
Senat〕
に
委
ね
ら
れ
た
り
、
出
訴
の
途
を

排
除
す
る
特
別
な
救
済
手
段
が
指
示
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
な
い
限
り
、
行
政
庁
の
命
令
又
は
処
分
に
関
す
る
抗
告
訴
訟
及
び
そ
の
他

の
公
法
上
の
訴
訟
に
つ
い
て
裁
判
を
す
る
。

ブ
レ
ー
メ
ン
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
八
条
一
文
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行
政
裁
判
所
は
、
こ
の
法
律
と
異
な
る
特
別
な
救
済
手
段
又
は
仲
裁
人
に
よ
る
手
続
が
法
律
で
指
示
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
行
政
庁

の
命
令
又
は
処
分
に
関
す
る
抗
告
訴
訟
及
び
そ
の
他
の
公
法
上
の
訴
訟
に
つ
い
て
裁
判
を
す
る
。

本
章
第
一
節
⚒
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
及
び
ブ
レ
ー
メ
ン
以
外
の
ラ
ン
ト
の
行
政
裁
判
所
の
管
轄
事
項
は
、
そ
れ
を
広
く

認
め
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
も
、
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク
及
び
ザ
ク
セ
ン
が
抗
告
訴
訟
に
限
っ
て
概
括
主
義
を
採
用
す
る
に
止
ま
っ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
及
び
ブ
レ
ー
メ
ン
は
、
抗
告
訴
訟
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
他
の
公
法
上
の
訴
訟
に
関
し
て
も
概
括

主
義
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
の
場
合
に
は
一
九
一
〇
年
草
案
よ
り
も
広
く
管
轄
事
項
を
認
め

る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
概
括
主
義
を
求
め
る
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
有
力
な
学
説
の
主
張
に
適
う
も
の
で
あ
っ
た
（
本
章
第
一
節
⚑
⑵

⒝
・
⚓
⑴
を
参
照(287
)）。

か
よ
う
に
包
括
的
な
概
括
主
義
を
認
め
た
理
由
と
し
て
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
及
び
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
法
の
立
法
過
程
で

は
、
列
挙
主
義
に
拠
っ
た
場
合
、
い
か
な
る
事
項
を
行
政
裁
判
所
の
管
轄
と
す
る
か
に
つ
い
て
立
法
者
が
個
々
に
判
断
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
概
括
主
義
に
拠
れ
ば
立
法
者
は
そ
の
よ
う
な
作
業
か
ら
解
放
さ
れ
、
行
政
裁
判
所
に
お
い
て
も
管
轄
事
項
に
関
す
る
争

い
を
回
避
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
列
挙
主
義
は
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
む
し

ろ
概
括
主
義
が
憲
法
の
理
念
に
合
致
す
る
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
て
い
た(288
)。
こ
れ
ら
の
点
も
、
概
括
主
義
を
求
め
る
学
説
の
主
張
の
根

拠
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、
学
説
の
中
に
は
、
も
と
も
と
ハ
ン
ブ
ル
ク
と
ブ
レ
ー
メ
ン
は
、
行
政
事
件
と
民
事
事
件
を
区
別
せ
ず
、
ど
ち
ら
も
司

法
裁
判
所
の
管
轄
と
し
て
い
た
こ
と
が
、
概
括
主
義
の
採
用
に
関
係
し
て
い
る
旨
を
指
摘
す
る
も
の
も
あ
っ
た(289
)。
こ
の
指
摘
に
従
え
ば
、

か
つ
て
の
司
法
国
家
制
も
概
括
主
義
の
導
入
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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⑶

確
認
訴
訟
の
一
般
的
許
容
と
処
分
の
拒
否
に
対
す
る
訴
訟
の
明
示

⒜

続
い
て
、
本
稿
の
考
察
対
象
で
あ
る
訴
訟
類
型
に
つ
い
て
見
る
と
、
ま
ず
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
二
〇
条
及
び
ブ
レ
ー
メ
ン

行
政
裁
判
法
二
八
条
は
、
と
も
に
次
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
て
い
た
。

ハ
ン
ブ
ル
ク
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
二
〇
条
（
ブ
レ
ー
メ
ン
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
二
八
条
も
同
一
規
定
）

裁
判
官
の
裁
判
に
よ
り
法
律
関
係
を
即
時
に
確
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
原
告
が
正
当
な
利
益
を
有
す
る
と
き
、
法
律
関
係
の
存
否

の
確
認
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
通
り
、
多
く
の
ラ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
確
認
訴
訟
は
原
則
と
し
て
個
別
の
法
律
が
認
め
た
場
合
に
限
っ
て
提
起

す
る
こ
と
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
右
の
規
定
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
の
場
合
は
先
述
の
一
九
一
〇
年

草
案
四
九
条
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
が(290
)、
確
認
訴
訟
を
一
般
的
に
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
た
理
由
に
関
し
て
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
及
び
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
法
の
立
法
過
程
で
は
、
特
段

説
明
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
の
学
説
の
中
に
は
、
す
で
に
以
前
の
司
法
国
家
制
の
下
で
、
行
政
事
件
に
つ
い
て
も
民

事
訴
訟
法
の
規
定
に
よ
り
確
認
訴
訟
を
提
起
で
き
た
こ
と
が
背
景
に
あ
っ
た
と
す
る
分
析
が
あ
る(291
)。
そ
う
し
た
分
析
に
よ
れ
ば
、
こ
こ

で
も
司
法
国
家
制
の
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う(292
)。

⒝

ま
た
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
四
二
条
及
び
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
法
四
八
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

ハ
ン
ブ
ル
ク
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
四
二
条
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国
の
行
政
庁
又
は
他
の
公
法
上
の
社
団
若
し
く
は
営
造
物
の
機
関
に
よ
る
命
令
又
は
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
に
つ
い
て
は
、

四
三
条
か
ら
四
六
条
の
特
別
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
職
務
行
為
の
拒
否
を
理
由
に
提
起
さ
れ
る
訴
え
に
も
当
て
は

ま
る
。

ブ
レ
ー
メ
ン
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
四
八
条

国
の
行
政
庁
又
は
他
の
公
法
上
の
社
団
若
し
く
は
営
造
物
の
機
関
に
よ
る
命
令
又
は
処
分
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
に
つ
い
て
は
、

四
九
条
か
ら
五
二
条
の
特
別
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
職
務
行
為
の
拒
否
を
理
由
に
提
起
さ
れ
る
訴
え
に
も
当
て
は

ま
る
。

右
の
も
の
と
同
様
の
規
定
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
一
九
一
〇
年
草
案
七
一
条
一
項
に
も
存
在
し
た
（
注
(264
)も
参
照
）。
ま
た
、
ハ
ン

ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
四
三
条
以
下
と
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
法
四
九
条
以
下
は
い
ず
れ
も
、
行
政
庁
が
被
告
に
な
る
こ
と
な
ど
、
取
消

訴
訟
に
関
す
る
特
則
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
点
か
ら
す
る
と
、
条
文
中
の
「
職
務
行
為
」
と
は
、
行
政
庁
の
命
令
又
は

処
分
と
同
義
か
そ
れ
ら
を
含
む
概
念
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
四
二
条
二
文
及
び
ブ
レ
ー
メ
ン

行
政
裁
判
法
四
八
条
二
文
は
、
行
政
庁
に
よ
る
処
分
の
発
付
の
拒
否
に
対
し
て
も
訴
訟
を
提
起
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
定
め
に
つ
い
て
は
、
従
前
の
法
律
に
は
な
い
新
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
評
価
も
見
ら
れ
た(293
)。
た
だ
し
、
一
九
一
〇
年
草

案
と
異
な
り
、
処
分
の
拒
否
に
対
す
る
訴
訟
に
お
い
て
は
、
処
分
の
発
付
を
行
政
庁
に
命
じ
る
旨
を
求
め
る
も
の
と
す
る
と
い
っ
た
こ

と
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
と
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
法
の
ど
ち
ら
で
も
定
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た(294
)。
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⚓

訴
訟
類
型
に
関
わ
る
規
定
の
解
釈
運
用

以
上
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
と
ブ
レ
ー
メ
ン
の
行
政
裁
判
制
度
を
特
徴
的
な
点
に
着
目
し
て
概
観
し
、
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
訴
訟
類
型
に

関
わ
る
規
定
を
紹
介
し
た
。
そ
れ
ら
の
規
定
を
見
た
と
き
、
ま
ず
問
題
に
な
る
の
が
、
確
認
訴
訟
が
一
般
的
に
許
容
さ
れ
た
こ
と
が
、

従
来
の
状
況
と
比
べ
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
処
分
の
拒
否
に
対
す
る
訴
訟
が
明
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
義
務
付
け
訴
訟
の
容
認
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
九
一
〇
年

草
案
と
の
対
比
か
ら
す
れ
ば
、
実
際
に
義
務
付
け
訴
訟
は
認
め
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
考
察
の
対
象
に
な
る
。
加
え
て
、
義

務
付
け
訴
訟
の
許
否
の
問
題
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
処
分
の
不
作
為
に
対
す
る
訴
訟
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て

い
た
の
か
と
い
う
こ
と
も
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。

以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
し
て
、
裁
判
例
及
び
学
説
を
手
掛
か
り
に
分
析
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

⑴

確
認
訴
訟
の
活
用
状
況

⒜

地
位
の
有
無
の
確
認

最
初
に
、
確
認
訴
訟
の
活
用
状
況
で
あ
る
が
、
従
前
と
同
じ
よ
う
な
活
用
方
法
も
も
ち
ろ
ん
存
在
し
た
。
具
体
的
に
は
、
一
定
の
地

位
の
有
無
を
確
認
す
る
た
め
に
確
認
訴
訟
が
用
い
ら
れ
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

例
え
ば
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
一
九
二
五
年
四
月
一
一
日
判
決
は
、
パ
リ
、
ロ
ン
ド
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
を
経
て
現
在
は
ス
イ
ス

に
住
ん
で
い
る
原
告
が
、
パ
リ
の
ド
イ
ツ
総
領
事
館
に
あ
る
登
録
簿
か
ら
自
身
の
氏
名
が
消
除
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
ド
イ
ツ

国
籍
喪
失
の
証
明
書
の
発
行
を
行
政
庁
か
ら
拒
否
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
ド
イ
ツ
国
籍
の
不
存
在
確
認
訴
訟
を
提
起
し
た
事
例
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
原
告
は
パ
リ
か
ら
移
住
し
て
お
り
、
そ
の
氏
名
は
登
録
簿
か
ら
職
権
で
消
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
と
し
て
、
確
認
訴
訟
の
適
法
性
を
問
題
に
す
る
こ
と
な
く
、
請
求
を
認
容
し
て
い
る(295
)。
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⒝

不
利
益
の
事
前
防
止

ま
た
、
不
利
益
の
発
生
を
事
前
に
防
止
す
る
目
的
で
も
確
認
訴
訟
が
使
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
活
用
の
仕
方
は
以
前
か
ら
見
ら

れ
、
ま
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
学
説
で
も
説
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
（
第
一
章
第
一
節
⚓
⑶
・
本
章
第
一
節
⚓
⑵
を
参
照
）、
ハ
ン

ブ
ル
ク
及
び
ブ
レ
ー
メ
ン
で
は
よ
り
柔
軟
な
活
用
が
さ
れ
て
お
り
、
確
認
訴
訟
の
一
般
的
許
容
が
影
響
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。

①

ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
所
一
九
三
〇
年
五
月
二
六
日
判
決
は
、
劇
場
経
営
者
で
あ
る
原
告
が
、
児
童
を
演
劇
に
出
演
さ
せ
る
こ

と
に
関
し
て
、
営
業
法
上
の
許
可
及
び
児
童
保
護
法
上
の
許
可
を
要
し
な
い
こ
と
の
確
認
訴
訟
を
提
起
し
た
事
例
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
裁
判
所
は
、
児
童
を
演
劇
に
出
演
さ
せ
た
場
合
に
は
行
政
庁
の
介
入
が
予
想
さ
れ
る
と
し
て
、
確
認
訴
訟
を
適
法
と
判
断
し
た(296
)。

②

原
告
が
、
自
身
の
土
地
の
利
用
に
関
わ
る
警
察
命
令
〔
Polizeiverordnung〕
が
無
効
で
あ
る
こ
と
の
確
認
訴
訟
を
提
起
し

た
事
例
に
お
い
て
、
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
所
一
九
二
八
年
一
二
月
一
七
日
判
決
は
、
警
察
命
令
は
一
般
的
・
抽
象
的
に
処
分
発
付
の

要
件
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
行
政
庁
と
私
人
の
間
に
確
認
訴
訟
の
対
象
と
な
る
法
律
関
係
は
未
だ
成
立
し
て
い
な
い

と
し
て
、
訴
え
を
不
適
法
と
し
た
。
た
だ
し
裁
判
所
は
、
傍
論
で
は
あ
る
が
、
今
後
、
問
題
の
警
察
命
令
に
基
づ
く
個
別
の
処
分
が
予

想
さ
れ
う
る
場
合
に
は
、
確
認
訴
訟
を
提
起
で
き
る
と
も
述
べ
て
い
る(297
)。

右
の
裁
判
例
は
、
行
政
庁
に
よ
る
不
利
益
処
分
な
ど
の
お
そ
れ
を
理
由
に
確
認
訴
訟
を
認
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が(298
)、
原
告
に

と
っ
て
不
利
益
な
行
為
が
今
後
も
繰
り
返
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
確
認
訴
訟
を
適
法
と
し
た
裁
判
例
も
あ
る
。

③

一
つ
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
上
級
行
政
裁
判
所
一
九
二
二
年
一
二
月
二
九
日
判
決
で
あ
る
が
、
事
実
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ク
ッ
ク
ス
ハ
ー
フ
ェ
ン
市(299
)の
学
校
の
理
事
会
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
住
民
で
な
い
者
を
教
諭
と
し
て
選
任
し
た
が
、
上
級
学
校
庁

〔
O
berschulbehörde〕
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
住
民
に
教
諭
に
な
り
う
る
者
が
い
る
と
し
て
、
選
任
に
対
し
て
同
意
を
与
え
な
か
っ
た
。
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そ
の
後
、
上
級
行
政
庁
は
同
意
を
与
え
た
が
、
ク
ッ
ク
ス
ハ
ー
フ
ェ
ン
市
が
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
住
民
で
な
い
者
が
教
諭
に
選
任
さ
れ
た

場
合
で
も
、
上
級
行
政
庁
に
は
同
意
を
拒
否
す
る
権
限
が
な
い
こ
と
の
確
認
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
裁
判

所
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
住
民
で
な
い
者
が
教
諭
に
選
任
さ
れ
る
事
態
は
今
後
も
生
じ
う
る
と
し
て
、
確
認
訴
訟
を
許
容
し
た(300
)。

④

ま
た
、
原
告
が
事
務
室
へ
の
入
室
を
禁
止
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
そ
の
よ
う
な
禁
止
命
令
が
違
法
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
求

め
て
訴
え
を
提
起
し
た
事
例
に
お
い
て
、
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
所
一
九
二
八
年
六
月
二
七
日
判
決
は
、
こ
れ
か
ら
も
禁
止
命
令
が
下

さ
れ
る
蓋
然
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
確
認
訴
訟
を
適
法
と
し
て
い
る(301
)。

さ
ら
に
、
刑
事
訴
追
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
確
認
訴
訟
を
認
め
た
例
も
存
在
し
た
。

⑤

歯
科
医
で
あ
る
原
告
が
、
治
療
の
た
め
に
金
や
プ
ラ
チ
ナ
を
使
用
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
貴
金
属
の
入
手
・
溶
融
の
許
可
を
取

得
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
の
確
認
訴
訟
を
提
起
し
た
事
例
に
お
い
て
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
一
九
二
四
年
一
一
月
三
日
判
決
は
、

貴
金
属
法
は
問
題
の
許
可
取
得
義
務
以
外
に
も
様
々
な
義
務
を
定
め
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
違
反
が
刑
事
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
、
確
認
訴
訟
を
認
め
て
い
る(302
)。

⒞

処
分
の
無
効
確
認
訴
訟

加
え
て
、
従
前
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
活
用
方
法
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
行
政
庁
の
命
令
又
は
処
分
の
無
効
確
認
訴
訟

の
提
起
も
可
能
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

確
か
に
、
第
二
帝
政
期
に
お
い
て
も
、
行
政
裁
判
で
行
政
庁
の
命
令
又
は
処
分
の
無
効
を
直
接
に
争
う
こ
と
を
認
め
た
判
例
は
存
在

し
た(303
)。
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
一
八
九
六
年
一
二
月
二
日
判
決
は
、
原
告
が
、
自
身
が
建
て
た
建
物
を
居
住
目
的
で
使
用
す
る

場
合
に
は
罰
金
刑
を
科
す
旨
を
予
告
す
る
処
分
を
受
け
た
こ
と
に
対
し
、
処
分
を
行
っ
た
市
長
の
自
筆
の
署
名
が
な
い
の
で
当
該
処
分

は
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
そ
の
取
消
訴
訟
を
提
起
し
た
事
例
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
原
審
は
、
処
分
が
無
効
で
あ
る
場
合
、
取
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消
し
の
対
象
を
欠
く
の
で
訴
え
は
不
適
法
で
あ
る
と
判
断
し
た
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
問
題
の
処
分
が
取
り
消
さ
れ

な
け
れ
ば
そ
れ
が
罰
金
刑
の
執
行
の
根
拠
と
さ
れ
、
原
告
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
と
し
て
、
取
消
訴
訟
を
適
法
な
も
の
と
認
め
た(304
)。

ま
た
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
の
下
で
も
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
一
九
二
二
年
一
〇
月
九
日
判
決
は
、
原
告
が
自
身
の
土
地

を
収
用
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
収
用
決
定
の
無
効
宣
言
な
い
し
取
消
し
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
事
例
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
結
論
的
に
も
収
用
決
定
の
無
効
を
認
定
し
て
い
る
。「
無
効
の
行
政
行
為
が
そ
の
追
求
す
る
法
的
目
的
を
達
成
し
な
い
場
合
で

も
、
外
見
的
に
は
…
…
特
定
の
行
政
行
為
が
存
在
し
、
そ
れ
が
他
の
何
ら
か
の
法
的
効
果
や
法
的
不
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
行
政
行
為
の
利
害
関
係
人
は
、
無
効
の
行
政
行
為
の
形
式
的
な
取
消
し
を
通
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
効
果
を
除
去
す
る
正
当

な
利
益
を
有
す
る
場
合
が
あ
る
。」「
無
効
の
行
政
行
為
に
対
し
て
は
、
取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間
は
意
味
を
持
た
な
い
で
あ
ろ
う(305
)。」

右
の
二
つ
の
判
例
の
う
ち
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
の
も
の
は
、
無
効
の
命
令
又
は
処
分
に
対
し
て
は
出
訴
期
間
は
適
用
さ
れ
な

い
と
述
べ
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
形
式
的
に
は
取
消
訴
訟
に
よ
っ
て
命
令
又
は
処
分
の
無
効
を
争
う
こ
と
を
認
め
た

も
の
で
あ
っ
た(306
)。
し
か
し
、
先
ほ
ど
の
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
の
原
審
判
決
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
無
効
の
命
令
又
は
処
分
の

取
消
し
と
い
う
構
成
に
は
、
論
理
的
に
矛
盾
す
る
点
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い(307
)。

そ
れ
に
対
し
て
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
に
関
す
る
学
説
に
お
い
て
は
、
行
政
庁
の
命
令
又
は
処
分
が
無
効
で
あ
る
場
合
は
無
効

確
認
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間
（
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
四
四
条
、
ブ
レ
ー
メ
ン

行
政
裁
判
法
五
一
条
）
は
適
用
さ
れ
な
い
と
説
く
論
者
が
存
在
し
た
の
で
あ
る(308
)。
第
二
帝
政
期
の
学
説
の
中
に
も
、
無
効
確
認
訴
訟
の

可
能
性
を
主
張
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
当
時
の
行
政
裁
判
に
関
す
る
法
律
で
は
根
拠
規
定
の
な
い
も
の
で

あ
る
旨
も
指
摘
さ
れ
て
お
り(309
)、
立
法
論
の
性
格
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
に
関
す
る
学
説
の
場

合
に
は
、
無
効
確
認
訴
訟
が
明
確
に
解
釈
論
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
所
説
の
背
景
の
一
つ
に
は
、
確
認
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訴
訟
が
一
般
的
に
許
容
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う(310
)。

⑵

義
務
付
け
訴
訟
の
許
否

⒜

次
に
、
義
務
付
け
訴
訟
の
許
否
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
確
か
に
、
以
下
の
よ
う
に
義
務
付
け
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
例
が
見
ら

れ
た
。

①

ハ
ン
ブ
ル
ク
上
級
行
政
裁
判
所
一
九
二
二
年
七
月
四
日
判
決

ハ
ン
ブ
ル
ク
に
お
い
て
は
、
上
級
教
諭
〔
O
berlehrer〕
は
、

四
回
目
の
年
功
に
よ
る
昇
給
で
教
授
の
称
号
が
付
与
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
一
九
二
〇
年
一
月
一
日
に
昇
給
を
受
け
た

上
級
教
諭
で
あ
る
原
告
が
、
教
授
と
名
乗
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
旨
の
確
認
訴
訟
と
と
も
に
、
予
備
的
に
教
授
の
称
号
付
与
の

義
務
付
け
訴
訟
を
提
起
し
た
事
例
に
関
す
る
も
の
で
あ
る(311
)。

②

ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
一
九
二
四
年
八
月
二
五
日
判
決

精
神
疾
患
に
よ
り
病
院
に
収
容
さ
れ
て
い
た
原
告
が
、
そ
の
保
護

人
を
通
じ
て
、
退
院
の
許
可
の
義
務
付
け
訴
訟
を
提
起
し
た
事
例
に
関
す
る
も
の
で
あ
る(312
)。

し
か
し
、
①
の
裁
判
例
は
、
称
号
の
付
与
に
つ
い
て
は
国
家
に
自
由
が
認
め
ら
れ
る
と
の
理
由
か
ら
、
原
告
の
請
求
を
棄
却
し
た
。

ま
た
、
②
の
裁
判
例
も
、
原
告
を
病
院
に
収
容
す
る
た
め
の
要
件
は
な
お
存
続
し
て
い
る
と
し
て
、
原
告
の
請
求
を
退
け
て
い
る
。
い

ず
れ
の
裁
判
例
も
本
案
判
断
に
よ
っ
て
結
論
を
導
い
て
お
り
、
義
務
付
け
訴
訟
の
許
容
性
に
つ
い
て
は
何
も
述
べ
て
い
な
か
っ
た
。

⒝

そ
の
よ
う
な
中
で
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
裁
判
例
で
義
務
付
け
訴
訟
の
許
否
に
関
し
て
明
確
に
述
べ
た
の
が
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
上
級
行
政

裁
判
所
一
九
三
〇
年
一
二
月
一
七
日
判
決
で
あ
る
。
こ
の
判
決
の
事
実
の
概
要
は
、
原
告
は
被
告
で
あ
る
財
務
庁

〔
Finanzdeputation〕
か
ら
土
地
を
購
入
し
た
が
、
そ
の
売
買
契
約
の
中
で
被
告
が
道
路
と
橋
を
建
設
す
る
と
い
う
こ
と
が
定
め
ら

れ
て
い
た
た
め
、
原
告
が
そ
れ
ら
の
建
設
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
経
済
状
況
の
好
転
に
よ
っ

て
可
能
に
な
り
次
第
、
被
告
は
問
題
の
道
路
と
橋
を
建
設
す
る
義
務
が
あ
る
と
の
確
認
判
決
を
下
し
た
の
で
あ
る
が
、
傍
論
と
し
て
、
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義
務
付
け
訴
訟
の
許
容
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

「
法
律
が
明
文
の
規
定
に
よ
り
、
高
権
行
政
の
行
為
の
実
施
を
行
政
裁
判
所
の
手
に
委
ね
た
よ
う
な
稀
な
場
合
を
除
く
と
、
…
…
行

政
裁
判
所
は
、
自
ら
行
政
行
為
を
行
っ
た
り
そ
の
実
施
を
命
じ
た
り
す
る
権
限
を
有
し
な
い
。
む
し
ろ
、
高
権
的
行
為
た
る
処
分
が
違

法
に
拒
否
さ
れ
た
場
合
で
も
、
行
政
裁
判
所
に
は
、
当
該
拒
否
処
分
を
取
り
消
す
権
限
が
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い(313
)。」

つ
ま
り
、
こ
の
判
決
は
義
務
付
け
訴
訟
を
否
定
し
、「
職
務
行
為
の
拒
否
を
理
由
に
提
起
さ
れ
る
訴
え
」（
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法

四
二
条
二
文
）
に
お
け
る
行
政
裁
判
所
の
権
限
は
、
処
分
な
い
し
職
務
行
為
の
拒
否
の
取
消
し
に
限
定
さ
れ
る
旨
を
述
べ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
右
の
判
決
は
、
形
式
的
に
見
れ
ば
、
処
分
の
拒
否
に
対
す
る
訴
え
に
関
し
て
、
一
九
一
〇
年
草
案
は
当
該
処
分
の
発
付
を
行
政

庁
に
命
じ
る
こ
と
を
請
求
す
る
も
の
と
し
て
い
た
が
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
は
そ
の
よ
う
な
定
め
を
置
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を

反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
行
政
裁
判
所
に
は
処
分
の
発
付
を
命
じ
る
権
限
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
す

る
と
、
処
分
を
発
す
る
か
否
か
の
判
断
は
あ
く
ま
で
も
行
政
庁
の
任
務
で
あ
る
と
し
て
、
行
政
と
行
政
裁
判
所
の
関
係
を
分
離
独
立
的

な
も
の
と
し
て
捉
え
る
思
考
が
な
お
窺
わ
れ
る
（
第
一
章
第
三
節
⚔
⑵
も
参
照
）。

ま
た
、
ブ
レ
ー
メ
ン
に
お
い
て
も
、「
職
務
行
為
の
拒
否
を
理
由
に
提
起
さ
れ
る
訴
え
」（
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
法
四
八
条
二
文
）

で
行
政
裁
判
所
が
違
法
に
処
分
が
拒
否
さ
れ
た
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
と
き
、
そ
れ
を
取
り
消
し
た
上
で
処
分
を
発
す
る
か
否
か
を
改

め
て
判
断
す
る
よ
う
行
政
庁
に
命
じ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
処
分
の
発
付
を
義
務
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
と
言
う(314
)。

⒞

も
っ
と
も
、
右
の
立
場
に
対
し
て
は
、
義
務
付
け
訴
訟
を
肯
定
す
る
見
解
も
存
在
し
た
。
そ
の
中
に
は
、「
職
務
行
為
の
拒
否
を

理
由
に
提
起
さ
れ
る
訴
え
」
と
し
て
義
務
付
け
訴
訟
を
認
め
よ
う
と
す
る
見
解
も
あ
っ
た
が(315
)、
さ
ら
に
、「
そ
の
他
の
公
法
上
の
訴
訟
」

（
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
九
条
、
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
法
八
条
一
文
）
の
枠
内
で
義
務
付
け
訴
訟
は
許
容
さ
れ
る
と
す
る
見
解
も

見
ら
れ
た(316
)。
ま
た
、
行
政
庁
の
処
分
の
不
作
為
に
対
し
て
は
、
上
級
行
政
庁
へ
の
訴
願
が
認
め
ら
れ
る
に
止
ま
る
と
一
般
的
に
は
考
え
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ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が(317
)、
そ
の
場
合
に
も
、
処
分
の
不
作
為
を
「
職
務
行
為
の
拒
否
」
と
み
な
す
べ
き
と
い
う
主
張
に
加
え
て(318
)、

「
そ
の
他
の
公
法
上
の
訴
訟
」
と
し
て
義
務
付
け
訴
訟
を
提
起
で
き
る
と
す
る
所
説
が
存
在
し
た(319
)。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
及
び
ブ
レ
ー
メ
ン
の
行
政
裁
判
法
は
、
従
前
の
司
法
国
家
制
の
影
響
も
あ
っ
て
、
包
括
的

な
概
括
主
義
を
採
用
し
た
の
み
な
ら
ず
、
確
認
訴
訟
も
一
般
的
に
容
認
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
の
点
は
、
本
章
第
一
節
⚓
で
紹
介
し
た

当
時
の
学
説
も
高
く
評
価
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
判
例
が
義
務
付
け
訴
訟
を
否
定
す
る
な
ど
、
訴
訟
類
型
の
拡
大
を
求
め
る
学
説
に
沿

わ
な
い
点
も
あ
っ
た
と
言
え
る(320
)。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
確
認
訴
訟
の
一
形
態
と
し
て
処
分
の
無
効
確
認
訴
訟
の
可
能
性
が
説
か
れ
た

り
、「
そ
の
他
の
公
法
上
の
訴
訟
」
の
枠
内
で
義
務
付
け
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
が
見
ら
れ
た
り
し
た
が
、
そ

う
し
た
訴
訟
類
型
の
拡
大
に
関
す
る
主
張
が
解
釈
論
と
し
て
展
開
さ
れ
た
基
礎
に
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
及
び
ブ
レ
ー
メ
ン
の
行
政
裁
判
法

の
規
定
の
存
在
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

補

論

ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
立
構
想

さ
て
、
以
上
の
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
状
況
に
関
す
る
考
察
に
お
い
て
は
、
専
ら
各
ラ
ン
ト
の
状
況
を
対
象
と
し
て
き
た
。
だ
が
、
ヴ
ァ

イ
マ
ル
期
に
は
、
ラ
イ
ヒ
に
行
政
裁
判
所
を
設
置
す
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
も
議
論
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
関
す
る
法
律
の
草
案
が

複
数
作
成
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
の
草
案
は
結
局
の
と
こ
ろ
法
律
と
し
て
成
立
す
る
に
は
至
ら
ず
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
ラ
イ
ヒ

行
政
裁
判
所
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た(321
)。
し
か
し
、
草
案
に
対
す
る
学
説
の
反
応
を
見
る
と
、
そ
れ
は
本
章
第
一
節
で
紹
介
し

た
、
行
政
裁
判
所
の
管
轄
事
項
及
び
訴
訟
類
型
に
関
す
る
学
説
の
主
張
を
反
映
し
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
本
章
の
補
論
と
し
て
、
管
轄
事
項
と
訴
訟
類
型
の
問
題
を
意
識
し
な
が
ら
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
立
構
想

を
た
ど
る
こ
と
に
し
た
い
。
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
立
を
目
指
す
動
き
は
第
二
帝
政
期
か
ら
存
在
し
て
い
た
の
で
、
ま
ず
は
第
二
帝
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政
期
の
状
況
か
ら
見
る
こ
と
に
し
よ(322)う(323
)。

⚑

第
二
帝
政
期
の
議
論

⑴

帝
国
行
政
裁
判
所
の
位
置
付
け
と
当
初
の
議
論

⒜

す
で
に
触
れ
た
通
り
、
第
二
帝
政
期
の
い
わ
ゆ
る
ビ
ス
マ
ル
ク
憲
法
に
は
、
行
政
裁
判
制
度
に
関
す
る
規
定
は
な
か
っ
た
。
そ
う

し
た
中
で
、
帝
国
行
政
裁
判
所
の
設
置
は
、
帝
国
（
ラ
イ
ヒ
）
と
各
邦
（
ラ
ン
ト
）
の
間
の
権
限
分
配
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
た
。

よ
り
具
体
的
に
言
う
と
、
帝
国
に
認
め
ら
れ
る
立
法
権
限
は
憲
法
に
規
定
さ
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
て
お
り
、
ビ
ス
マ
ル
ク
憲
法
四
条

が
そ
れ
に
関
す
る
中
心
的
規
定
で
あ
る
が
、
同
条
は
「
以
下
の
事
項
は
、
帝
国
の
監
督
下
に
お
か
れ
、
帝
国
の
立
法
に
服
す
る
。」
と

定
め
て
、
帝
国
に
立
法
権
限
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
列
挙
し
て
い
た
。
他
方
で
、
当
時
の
ほ
ぼ
一
致
し
た
見
解
に
よ
れ
ば
、
行
政
権
限

及
び
行
政
の
一
部
と
さ
れ
た
行
政
裁
判
の
権
限
は
、
帝
国
法
律
が
執
行
さ
れ
る
場
合
も
含
め
て
、
原
則
と
し
て
各
邦
に
帰
属
す
る
と
さ

れ
た(324
)。
ま
た
、
ビ
ス
マ
ル
ク
憲
法
四
条
は
帝
国
の
監
督
権
限
も
定
め
て
い
る
が
、
そ
の
監
督
は
各
邦
の
行
政
庁
や
裁
判
所
で
は
な
く
、

各
邦
自
体
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
各
邦
の
行
政
庁
の
処
分
や
行
政
裁
判
所
の
裁
判
を
審
理
す
る
た
め
に
、
帝

国
が
行
政
裁
判
所
を
設
け
る
こ
と
は
、
帝
国
の
監
督
権
限
の
限
界
を
超
え
る
と
概
ね
考
え
ら
れ
て
い
た(325
)。

そ
の
結
果
、
例
外
的
に
帝
国
に
行
政
権
限
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
い
て
は(326
)、
帝
国
は
行
政
裁
判
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き

ず(327
)、
帝
国
法
令
に
関
わ
る
行
政
事
件
一
般
を
管
轄
す
る
帝
国
行
政
裁
判
所
を
設
け
る
た
め
に
は
、
憲
法
の
改
正
が
必
要
で
あ
る
と
い
う

理
解
が
支
配
的
で
あ
っ(328)た(329
)。

⒝

右
の
よ
う
な
条
件
の
下
、
行
政
及
び
行
政
裁
判
の
権
限
は
専
ら
各
邦
の
も
の
と
い
う
こ
と
が
意
識
さ
れ
た
の
か
、
一
八
八
〇
年
代
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ま
で
帝
国
行
政
裁
判
所
の
設
置
の
問
題
は
さ
し
て
議
論
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
キ
ル
ヒ
ェ
ン
ハ
イ
ム
が
一
八
八
五
年
の
概
説
書
で
、
将

来
的
に
は
そ
れ
を
設
け
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
と
述
べ
て
い
た
程
度
で
あ
る(330
)。
だ
が
、
一
八
九
〇
年
代
以
降
は
、
帝
国
法
令
の
統
一
的
な

適
用
を
確
保
す
る
必
要
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
帝
国
行
政
裁
判
所
の
設
立
を
求
め
る
見
解
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た(331
)。

⑵

一
九
〇
八
年
・
一
九
一
〇
年
の
ド
イ
ツ
法
曹
大
会

こ
う
し
た
中
で
、
帝
国
行
政
裁
判
所
の
創
設
を
重
要
な
問
題
と
し
て
意
識
す
る
き
っ
か
け
と
な
り
、
そ
れ
以
後
の
議
論
の
基
礎
に

な
っ
た
と
言
わ
れ
る
の
が(332
)、
一
九
〇
八
年
及
び
一
九
一
〇
年
の
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
で
あ
る
。

ま
ず
、
一
九
〇
八
年
の
第
二
九
回
大
会
で
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ュ
ル
ツ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
「
ド
イ
ツ
帝
国
行
政
裁
判
所
は
必
要
な

の
か
？
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
報
告
を
行
っ
た
。
彼
は
ま
ず
、
帝
国
行
政
裁
判
所
の
必
要
性
を
認
め
、
そ
の
任
務
は
帝
国
法
令
の
適
用
の

統
一
性
を
確
保
す
る
こ
と
や
、
法
令
の
不
備
・
欠
陥
の
除
去
を
通
じ
て
法
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
な
ど
に
あ
る
と
し
た(333
)。
そ
の
上
で
、

帝
国
行
政
裁
判
所
の
組
織
、
管
轄
事
項
、
訴
訟
手
続
等
に
つ
い
て
、
一
応
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
た
だ
し
彼
は
、
現
段
階
で
は
各
邦

に
よ
っ
て
異
な
る
行
政
裁
判
制
度
の
統
一
な
い
し
改
革
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
帝
国
行
政
裁

判
所
の
問
題
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た(334
)。

続
く
一
九
一
〇
年
の
第
三
〇
回
大
会
で
も
、
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ト
ー
マ
と
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
が
同
じ
く
「
ド
イ
ツ
帝
国
行

政
裁
判
所
は
必
要
な
の
か
？
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
報
告
を
行
っ
た
。
そ
の
う
ち
ト
ー
マ
は
、
帝
国
行
政
裁
判
所
の
設
立
構
想
を
発
展
さ

せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
シ
ュ
ル
ツ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
よ
う
に
、
各
邦
の
行
政
裁
判
制
度
の
統
一
が
先
決
で
あ
る
と
考

え
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
た(335
)。
そ
し
て
彼
は
、
帝
国
行
政
裁
判
所
を
設
置
す
る
目
的
と
し
て
、
帝
国
法
令
の
適
用
の
統
一
と
各
邦

の
行
政
裁
判
所
の
裁
判
に
対
す
る
監
督
に
加
え
て
、
帝
国
法
令
の
適
用
・
執
行
に
対
す
る
私
人
の
救
済
手
段
の
確
保
も
挙
げ
た
の
で
あ
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る(336
)。
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
も
、
帝
国
行
政
裁
判
所
の
必
要
性
と
設
置
目
的
に
関
し
て
は
、
ト
ー
マ
と
同
様
の
立
場
を
採
っ
て
い
た(337
)。

も
っ
と
も
、
帝
国
行
政
裁
判
所
と
各
邦
の
行
政
裁
判
所
の
関
係
如
何
と
い
っ
た
点
で
は
、
ト
ー
マ
と
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
の
見
解
は
異
な

り
、
二
人
の
報
告
を
受
け
て
の
討
議
に
お
い
て
も
参
加
者
の
間
で
意
見
の
一
致
を
見
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
最
終
的
な
決
議
は
、
帝

国
法
令
の
適
用
の
統
一
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
帝
国
行
政
裁
判
所
の
創
設
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
止
ま
っ
た(338
)。
帝
国
行

政
裁
判
所
の
具
体
的
な
あ
り
方
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

⑶

帝
国
議
会
に
お
け
る
要
求

し
か
し
、
そ
れ
で
も
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
で
の
議
論
が
契
機
と
な
っ
て
、
帝
国
政
府
は
帝
国
行
政
裁
判
所
の
設
置
に
関
す
る
法
律
案
を

提
出
す
べ
き
で
あ
る
と
、
帝
国
議
会
に
お
い
て
繰
り
返
し
求
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ま
で
も
個
別
の
法
律
案
を
審
議
す
る
過
程
で
、
帝
国
行

政
裁
判
所
の
創
設
が
提
案
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が(339
)、
例
え
ば
一
九
一
二
年
二
月
一
四
日
に
国
民
自
由
党
は
改
め
て
、

帝
国
行
政
裁
判
所
の
設
置
に
関
す
る
法
律
案
の
提
出
を
帝
国
政
府
に
求
め
る
決
議
を
申
し
立
て
た(340
)。
こ
の
申
立
て
は
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
一
九
一
三
年
五
月
二
七
日
に
も
、
国
籍
法
案
を
審
議
す
る
中
で
、
進
歩
人
民
党
に
よ
っ
て
国
民
自
由
党
と
同

様
の
申
立
て
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
決
議
が
行
わ
れ
て
い
る(341
)。

こ
う
し
た
動
き
に
対
応
し
て
、
帝
国
内
務
省
は
帝
国
行
政
裁
判
所
の
設
置
に
関
す
る
法
律
案
の
作
成
に
着
手
し
た(342
)。
だ
が
、
帝
国
内

務
省
次
官
が
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
長
官
に
対
し
て
意
見
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
長
官
は
一
九
一
二
年
一
二
月
、
憲
法
上
の
根
拠

が
な
い
こ
と
、
並
び
に
、
各
邦
の
行
政
裁
判
所
の
権
限
が
奪
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
挙
げ
て
、
帝
国
行
政
裁
判
所
の
創

設
に
対
し
て
疑
念
を
示
し
た(343
)。
そ
の
結
果
、
法
律
案
の
作
成
作
業
は
頓
挫
し
、
帝
国
行
政
裁
判
所
の
設
立
は
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
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⚒

ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
議
論

⑴

第
二
帝
政
期
か
ら
の
条
件
変
化

⒜

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
制
定
さ
れ
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
は
、
そ
の
一
〇
七
条
に
行
政
裁
判
制
度
に
関
す

る
規
定
を
置
い
た
。
ま
た
、
同
法
三
一
条
二
項
も
、
選
挙
審
査
裁
判
所
の
裁
判
官
の
一
部
は
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
裁
判
官
か
ら
任
命

さ
れ
る
と
定
め
て
お
り
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
置
を
前
提
と
し
て
い
た
（
さ
ら
に
同
法
一
六
六
条
を
参
照
）。

ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
一
〇
七
条
に
関
し
て
は
、
本
章
第
一
節
⚑
⑵
で
紹
介
し
た
こ
と
以
外
に
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
あ
り
方
を
め

ぐ
っ
て
も
、
若
干
の
解
釈
上
の
論
点
が
存
在
し
た
。
例
え
ば
、
ラ
イ
ヒ
の
行
政
裁
判
制
度
の
中
で
複
数
の
審
級
を
設
け
る
必
要
が
あ
る

の
か
と
い
う
こ
と
が
、
議
論
の
対
象
に
な
っ
た(344
)。
ま
た
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
管
轄
事
項
は
ラ
イ
ヒ
法
上
の
問
題
に
限
ら
れ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
ラ
ン
ト
法
上
の
問
題
に
も
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
論
点
も
指
摘
さ
れ
て
い
た(345
)。

し
か
し
、
右
の
よ
う
な
解
釈
上
の
論
点
は
あ
っ
た
も
の
の
、
ラ
イ
ヒ
が
行
政
裁
判
所
を
設
け
る
こ
と
自
体
は
憲
法
上
の
要
求
で
あ
る

と
い
う
点
で
、
多
く
の
見
解
は
一
致
し
て
い
た(346
)。
ま
た
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
も
、
ラ
イ
ヒ
経
済
裁
判
所
や
ラ
イ
ヒ
鉄
道
裁
判
所
な
ど
、

特
別
行
政
裁
判
所
が
ラ
イ
ヒ
に
新
た
に
い
く
つ
か
設
置
さ
れ
た
が(347
)、
そ
の
よ
う
な
特
別
行
政
裁
判
所
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
行
政

事
件
一
般
を
管
轄
す
る
裁
判
所
の
創
設
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た(348
)。
さ
ら
に
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
一
〇
七
条
が
「
行
政
庁
の
命
令
及
び

処
分
に
対
し
て
個
人
を
保
護
す
る
た
め
に
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
置
目
的
と
し
て
、
私
人
の

権
利
保
護
が
憲
法
上
位
置
付
け
ら
れ
た
と
言
え
る
。

⒝

加
え
て
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
か
ら
ラ
イ
ヒ
法
令
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
の
制
定
に
伴
う
ラ
イ
ヒ

の
立
法
権
限
の
拡
大(349
)も
そ
れ
に
拍
車
を
か
け
た
と
こ
ろ
、
ラ
イ
ヒ
法
令
は
原
則
と
し
て
各
ラ
ン
ト
の
行
政
庁
が
執
行
す
る
の
で
（
ヴ
ァ

イ
マ
ル
憲
法
一
四
条
）、
そ
の
統
一
を
確
保
す
る
必
要
性
が
増
大
し
た(350
)。
ま
た
、
ラ
イ
ヒ
自
体
が
行
政
権
限
を
持
っ
て
法
令
の
執
行
を
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担
う
場
合
も
増
え
た
た
め(351
)、
そ
れ
に
対
す
る
救
済
手
段
の
保
障
も
要
請
さ
れ
た(352
)。
か
く
し
て
、
憲
法
の
規
定
に
加
え
て
、
ラ
イ
ヒ
の
活

動
領
域
が
拡
大
し
た
こ
と
か
ら
も
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
立
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る(353
)。

⑵

一
九
二
二
年
草
案

⒜

ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
お
け
る
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
立
に
向
け
て
の
取
り
組
み
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
直
後
か
ら
見
ら
れ
た
。

す
で
に
一
九
一
九
年
に
は
、
ラ
イ
ヒ
政
府
内
で
設
立
の
た
め
の
作
業
が
開
始
さ
れ
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
に
関
す
る
法
律
の
予
備
草
案

〔
V
orentw
urf〕
が
作
成
・
公
表
さ
れ
た(354
)。

予
備
草
案
は
、
ラ
イ
ヒ
に
は
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
一
審
の
み
を
設
置
す
る
こ
と
に
し
た(355
)。
そ
の
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
は
、
ラ
イ
ヒ

法
に
関
わ
る
争
い
の
う
ち
、
一
条
な
ど
に
列
挙
さ
れ
た
も
の
に
限
っ
て
管
轄
権
を
持
っ(356)た(357
)。
さ
ら
に
、
ラ
ン
ト
の
申
請
に
よ
り
、
当
該

ラ
ン
ト
の
最
上
級
の
行
政
裁
判
所
の
権
限
を
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
に
移
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
た
（
二
条
）。

こ
の
予
備
草
案
に
対
し
て
直
ち
に
反
応
し
た
の
が
、
当
時
プ
ロ
イ
セ
ン
の
行
政
改
革
の
準
備
委
員
を
務
め
て
い
た
（
本
章
第
一
節
⚒

⑵
⒜
を
参
照
）
ド
レ
フ
ス
で
あ
っ
た
。
彼
は
予
備
草
案
に
つ
い
て
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
と
検
討
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
一
九

二
〇
年
に
対
案
〔
Gegenentw
urf〕
と
し
て
発
表
し
た
の
で
あ
る(358
)。
対
案
は
、
各
ラ
ン
ト
の
行
政
裁
判
制
度
の
審
級
を
経
た
後
で
な

お
ラ
イ
ヒ
法
違
反
が
主
張
さ
れ
る
場
合
に
は
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
が
上
級
審
と
し
て
裁
判
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
（
二
六
条(359
)）、

管
轄
事
項
に
つ
い
て
は
概
括
主
義
を
指
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た(360
)。
ま
た
、
対
案
は
一
条
か
ら
一
八
条
に
、
ラ
イ
ヒ
及
び
各
ラ
ン
ト
の
行

政
裁
判
所
に
共
通
し
て
適
用
さ
れ
る
規
定
を
置
い
て
お
り
、
行
政
裁
判
制
度
の
統
一
も
目
指
し
て
い
た(361
)。

⒝

だ
が
、
そ
の
よ
う
な
対
案
の
存
在
に
も
拘
ら
ず
、
ラ
イ
ヒ
政
府
内
で
は
予
備
草
案
を
基
礎
と
し
て
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
に
関
す
る

法
律
案
の
作
成
作
業
が
進
め
ら
れ
、
一
九
二
一
年
に
は
仮
草
案
〔
V
orläufiger
Entw
urf〕
と
呼
ば
れ
る
も
の(362
)が
公
表
さ
れ
た
。

仮
草
案
も
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
管
轄
事
項
に
関
し
て
は
、
予
備
草
案
の
場
合
よ
り
拡
張
は
し
た
も
の
の
、
な
お
列
挙
主
義
を
採
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用
し
て
い
た
（
一
六
条
以
下
）。
ラ
イ
ヒ
内
務
省
は
そ
の
理
由
を
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
負
担
軽
減
と
当
時
の
ラ
イ
ヒ
の
財
政
難
に

求
め
て
い
る(363
)。
こ
れ
は
、
管
轄
事
項
を
広
く
認
め
る
と
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
る
事
件
の
数
が
多
く
な
っ
て
負
担
が
増

加
す
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
対
処
す
る
に
は
組
織
を
拡
大
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
当
時
の
ラ
イ
ヒ
の
厳
し
い
財
政
事
情
か
ら

し
て
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

ま
た
、
予
備
草
案
と
同
じ
く
、
ラ
ン
ト
の
申
請
に
よ
り
、
当
該
ラ
ン
ト
の
最
上
級
の
行
政
裁
判
所
の
権
限
を
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
に

移
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
（
一
八
条
）。
こ
の
制
度
を
利
用
す
る
可
能
性
の
あ
る
ラ
ン
ト
と
し
て
は
、
最
上
級
の
行
政
裁
判
所

を
持
た
な
い
ラ
ン
ト
や
、
財
政
上
の
理
由
な
ど
か
ら
そ
れ
を
廃
止
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
ラ
ン
ト
が
想
定
さ
れ
て
い
た(364
)。
他
方
で
、
予

備
草
案
に
係
る
各
ラ
ン
ト
の
代
表
者
と
の
協
議
の
際
に
示
さ
れ
た
要
求
が
反
映
さ
れ
た
の
か
（
注
（
361
）
を
参
照
）、
仮
草
案
は
二
六

条
以
下
で
、
行
政
裁
判
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
各
ラ
ン
ト
が
最
低
限
実
現
す
べ
き
基
準
を
定
め
て
い
る(365
)。

⒞

そ
の
後
、
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
各
ラ
ン
ト
と
の
協
議
並
び
に
政
府
内
で
の
意
見
調
整
を
経
て(366
)、
一
九
二
二
年
七
月
に
、
ラ
イ
ヒ
行
政

裁
判
所
に
関
す
る
法
律
の
草
案
（
以
下
で
は
一
九
二
二
年
草
案
と
い
う
）
を
ラ
イ
ヒ
参
議
院
に
提
出
し
た
。
こ
の
一
九
二
二
年
草
案
は
、

概
ね
仮
草
案
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
。

具
体
的
に
は
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
管
轄
事
項
は
列
挙
主
義
に
よ
っ
て
限
定
的
に
定
め
ら
れ
て
お
り
（
二
〇
条
以
下
）、
そ
の
根

拠
も
、
仮
草
案
に
お
い
て
示
さ
れ
た
も
の
と
同
様
に
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
負
担
軽
減
と
当
時
の
ラ
イ
ヒ
の
厳
し
い
財
政
状
況
に
求

め
ら
れ
て
い
た(367
)。
ま
た
、
仮
草
案
の
場
合
と
同
じ
趣
旨
で(368
)、
ラ
ン
ト
の
申
請
に
よ
り
、
当
該
ラ
ン
ト
の
最
上
級
の
行
政
裁
判
所
の
権
限

を
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
に
移
す
可
能
性
を
認
め
て
い
る
（
二
四
条
）。
さ
ら
に
、
行
政
裁
判
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
各
ラ
ン
ト
が
最

低
限
実
現
す
べ
き
基
準
を
設
け
て
い
る
点
も
（
二
九
条
以
下
）、
仮
草
案
と
共
通
で
あ(369)る(370
)。

し
か
し
、
一
九
二
二
年
草
案
が
ラ
イ
ヒ
参
議
院
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
は
政
府
内
で
協
議
を
行
っ
た
結
果
、
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ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
基
本
的
な
点
で
な
お
多
く
の
意
見
の
対
立
が
あ
り
、
そ
れ
が
解
消
さ
れ
る
ま
で
は
一
九

二
二
年
草
案
は
取
り
下
げ
ら
れ
る
べ
き
と
い
う
立
場
を
採
り
、
バ
イ
エ
ル
ン
も
プ
ロ
イ
セ
ン
の
立
場
に
同
調
し
た(371
)。
そ
し
て
、
一
九
二

二
年
草
案
は
一
九
二
三
年
一
月
に
ラ
イ
ヒ
参
議
院
内
の
委
員
会
で
扱
わ
れ
た
が
、
そ
こ
で
プ
ロ
イ
セ
ン
は
、
お
そ
ら
く
列
挙
主
義
に
よ

り
管
轄
事
項
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
念
頭
に
置
い
て
、
一
九
二
二
年
草
案
は
行
政
裁
判
制
度
の
発
展
に
と
っ
て
後
退
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
一
九
二
二
年
草
案
に
対
し
て
反
対
の
意
見
を
述
べ
た(372
)。
加
え
て
、
委
員
会
で
は
ラ
イ
ヒ
の
財
政
難
も
指
摘
さ

れ
、
新
た
な
組
織
の
設
置
の
回
避
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
一
九
二
二
年
草
案
の
具
体
的
な
審
議
に
入
る
前
に
、
ラ
イ
ヒ
行
政

裁
判
所
の
必
要
性
に
つ
い
て
再
度
検
討
を
す
る
よ
う
、
ラ
イ
ヒ
政
府
及
び
会
計
検
査
院
に
求
め
る
決
議
が
行
わ
れ
た(373
)。
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、

ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
立
を
引
き
延
ば
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
た
が(374
)、
一
九
二
二
年
草
案
は
そ
れ
以
上
審
議
さ
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

⑶

一
九
二
六
年
草
案

⒜

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
二
二
年
草
案
に
よ
る
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
立
構
想
は
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が(375
)、
ラ
イ
ヒ

政
府
内
で
は
、
一
九
二
四
年
か
ら
新
た
な
草
案
作
成
に
向
け
て
の
動
き
が
現
れ
た
。
多
数
の
特
別
行
政
裁
判
所
が
ラ
イ
ヒ
に
存
在
す
る

と
改
め
て
認
識
さ
れ
た
こ
と(376
)が
そ
の
き
っ
か
け
で
あ
り
、
組
織
の
合
理
化
及
び
簡
素
化
の
観
点
か
ら
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
を
設
置
し
、

そ
こ
に
特
別
行
政
裁
判
所
の
管
轄
事
項
の
一
部
を
移
す
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る(377
)。
し
か
し
、
草
案
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
ラ
イ

ヒ
政
府
内
で
意
見
の
対
立
が
あ
り
、
作
業
は
し
ば
ら
く
の
間
停
滞
し
た(378
)。

そ
の
後
、
草
案
の
作
成
作
業
は
、
ラ
イ
ヒ
議
会
か
ら
の
草
案
提
出
の
要
求
を
受
け
て
再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
要
求

の
契
機
は
、
一
九
二
五
年
一
一
月
に
国
家
社
会
主
義
ド
イ
ツ
労
働
者
党
（
ナ
チ
党
）
の
フ
リ
ッ
ク
議
員
が
、
ラ
イ
ヒ
議
会
法
務
委
員
会

に
お
い
て
、
国
事
裁
判
所
に
つ
い
て
定
め
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
一
九
条
に
、
憲
法
訴
願
を
認
め
る
規
定
を
追
加
す
べ
き
と
提
案
し
た
こ
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と
に
あ
っ
た(379
)。
こ
の
提
案
に
対
し
て
、
ラ
イ
ヒ
政
府
の
代
表
者
が
、
フ
リ
ッ
ク
議
員
が
問
題
に
す
る
よ
う
な
事
案
は
、
設
置
が
予
定
さ

れ
て
い
る
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
管
轄
事
項
に
な
る
と
指
摘
し
た
た
め(380
)、
法
務
委
員
会
は
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
立
に
関
す
る
法

律
の
草
案
の
早
期
提
出
を
ラ
イ
ヒ
政
府
に
求
め
る
決
議
を
、
ラ
イ
ヒ
議
会
で
行
う
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た(381
)。
そ
れ
を
受
け
て
、
ラ
イ

ヒ
政
府
で
草
案
の
作
成
が
進
め
ら
れ
、
一
九
二
六
年
三
月
に
草
案
（
以
下
で
は
一
九
二
六
年
草
案
と
い
う
）
が
ラ
イ
ヒ
参
議
院
に
提
出

さ
れ
た
。

⒝

一
九
二
六
年
草
案
の
う
ち
、
一
か
条
の
み
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
各
ラ
ン
ト
の
行
政
裁
判
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
規
定
を
置

い
て
い
る
こ
と
は
（
一
四
条
）、
一
九
二
二
年
草
案
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
二
六
年
草
案
は
、
そ
の
作
成
の
き
っ
か

け
と
な
っ
た
組
織
合
理
化
の
要
請
と
と
も
に
、
一
九
二
二
年
草
案
の
審
議
の
際
に
指
摘
さ
れ
た
ラ
イ
ヒ
の
財
政
事
情
へ
の
配
慮
が
、
か

な
り
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
を
、
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
に
民
事
部
及
び
刑
事
部
と
並
ぶ
行
政
部
と
し
て
付
設
す
る

こ
と
に
し
た
点
で
あ
る
（
一
条
）。
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
る
と
そ
の
根
拠
は
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
を
独
立
し
て
設
置
す
れ
ば
、
多
大
な

費
用
を
要
す
る
と
と
も
に
、
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
と
の
並
立
に
よ
る
不
都
合
が
生
じ
る
一
方
、
行
政
部
の
形
で
付
設
を
す
れ
ば
、
民
事

部
及
び
刑
事
部
と
の
協
働
が
可
能
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
施
設
な
い
し
設
備
も
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
の
も
の
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た(382
)。

ま
た
、
管
轄
事
項
は
列
挙
主
義
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
た
が
（
八
条
以
下
）、
一
九
二
二
年
草
案
と
比
べ
て
も
そ
れ
は
限
定
さ
れ
た
。

ラ
イ
ヒ
政
府
は
そ
の
理
由
を
、
行
政
部
の
過
重
負
担
の
防
止
と
設
置
数
の
抑
制
、
経
費
節
減
な
ど
に
求
め
て
い
る(383
)。
さ
ら
に
、
一
九
二

二
年
草
案
と
比
較
す
る
と
、
各
ラ
ン
ト
の
最
上
級
の
行
政
裁
判
所
の
権
限
を
行
政
部
に
移
行
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
規
定
も
削
除
さ

れ
て
い
る
。
他
方
で
、
ラ
イ
ヒ
の
特
別
行
政
裁
判
所
の
う
ち
、
連
邦
救
貧
局
の
み
な
ら
ず
ラ
イ
ヒ
経
済
裁
判
所
の
管
轄
事
項
も
行
政
部
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に
移
さ
れ
た
（
九
条
・
一
三
条
）。

⒞

一
九
二
六
年
草
案
に
関
し
て
、
と
り
わ
け
論
者
の
議
論
を
惹
起
し
た
の
は
、
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
に
行
政
部
を
付
設
す
る
こ
と
に

し
た
点
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
一
方
で
は
、
公
法
と
民
刑
事
法
が
相
互
に
有
益
な
刺
激
を
受
け
ら
れ
る
と
の
考
え
か
ら(384
)、
若
し
く
は
ラ

イ
ヒ
政
府
が
挙
げ
た
財
政
上
の
理
由
か
ら(385
)、
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
へ
の
付
設
を
是
認
す
る
見
解
も
見
ら
れ
た(386
)。

し
か
し
、
多
く
の
論
者
は
、
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
か
ら
独
立
し
て
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
を
設
置
す
べ
き
と
主
張
し
た
。
そ
の
根
拠
と

し
て
は
、
ま
ず
、
民
事
部
の
影
響
を
受
け
て
行
政
事
件
が
私
法
的
思
考
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
、
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
全

体
の
統
一
性
の
確
保
を
理
由
に
行
政
部
の
活
動
が
制
約
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
、
行
政
部
の
付
設
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
も
費
用
削
減

の
効
果
は
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
、
と
い
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
た(387
)。
さ
ら
に
、
司
法
裁
判
制
度
か
ら
独
立
し
て
行
政
裁
判
制
度
が
発

展
し
て
き
た
こ
と
を
考
慮
し
て
い
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
、
行
政
部
も
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
の
あ
る
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
に
置
か
れ
る
と
、

ベ
ル
リ
ン
に
あ
る
ラ
イ
ヒ
及
び
プ
ロ
イ
セ
ン
の
行
政
庁
と
コ
ン
タ
ク
ト
を
取
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
と
い
う
指
摘
も
な
さ
れ
た(388
)。

そ
し
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
も
一
九
二
六
年
草
案
を
検
討
し
た
結
果
、
管
轄
事
項
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ

ヒ
ト
に
行
政
部
を
付
設
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
批
判
的
な
立
場
を
採
っ
た(389
)。
草
案
は
一
九
二
六
年
一
一
月
に
ラ
イ
ヒ
参
議
院

内
の
委
員
会
で
審
議
さ
れ
た
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
以
外
の
ラ
ン
ト
の
多
く
も
、
行
政
部
の
付
設
な
ど
の
点
に
対
し
て
反
対
の
意
見
を
表
明

し
た(390
)。
そ
の
た
め
、
一
九
二
六
年
草
案
の
審
議
も
頓
挫
し
た
の
で
あ
る
。

⑷

一
九
三
〇
年
草
案

⒜

だ
が
、
一
九
二
六
年
草
案
が
法
律
と
し
て
成
立
し
な
か
っ
た
後
も
、
な
お
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
立
に
向
け
て
の
取
り
組
み
は

続
い
た
。
ラ
イ
ヒ
首
相
、
ラ
イ
ヒ
の
各
大
臣
、
各
ラ
ン
ト
の
首
相
ら
が
出
席
し
て
一
九
二
八
年
一
月
に
開
催
さ
れ
た
、
諸
ラ
ン
ト
会
議

〔
Länderkonferenz
(391
)〕
に
お
い
て
、
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
に
関
す
る
新
た
な
提
案
を
ラ
イ
ヒ
参
議
院
に
行
う
こ
と
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を
宣
言
し
た(392
)。
他
方
、
ラ
イ
ヒ
議
会
で
は
、
同
じ
一
月
に
、
コ
ッ
ホ
＝
ヴ
ェ
ー
ザ
ー
議
員
ら
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
を
ラ

イ
ヒ
行
政
裁
判
所
に
改
組
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
と
早
急
に
協
議
を
す
る
よ
う
ラ
イ
ヒ
政
府
に
求
め
る
決
議
を
申
し

立
て(393
)、
三
月
に
そ
の
決
議
が
行
わ
れ
た(394
)。

プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
を
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
に
改
組
す
る
と
い
う
構
想
は
、
す
で
に
一
九
二
六
年
草
案
の
審
議
の
際
に
、

プ
ロ
イ
セ
ン
が
提
案
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た(395
)。
そ
し
て
、
一
九
二
七
年
一
一
月
に
は
、
ラ
イ
ヒ
政
府
と
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
が
、
ラ
イ

ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
置
に
関
す
る
法
律
の
新
た
な
草
案
を
作
成
す
る
こ
と
で
合
意
し
、
ラ
イ
ヒ
政
府
内
で
そ
の
作
業
を
開
始
し
て
い
た

が(396
)、
右
の
ラ
ン
ト
会
議
で
の
宣
言
及
び
ラ
イ
ヒ
議
会
の
決
議
を
受
け
て
、
改
め
て
プ
ロ
イ
セ
ン
政
府
の
意
見
も
聞
き
な
が
ら
、
草
案
の

作
成
が
進
め
ら
れ
た
。

そ
の
後
、
ラ
イ
ヒ
政
府
内
で
の
意
見
の
対
立
、
さ
ら
に
は
ラ
イ
ヒ
の
財
政
危
機
や
世
界
恐
慌
の
影
響
な
ど
も
あ
り
、
作
業
は
進
捗
し

な
か
っ
た
が(397
)、
ラ
イ
ヒ
議
会
に
お
け
る
再
度
の
要
求
を
受
け
て(398
)、
ラ
イ
ヒ
政
府
は
一
九
三
〇
年
八
月
に
草
案
（
以
下
で
は
一
九
三
〇
年

草
案
と
い
う
）
を
ラ
イ
ヒ
参
議
院
に
提
出
し
た
。

⒝

一
九
三
〇
年
草
案
は
、
右
で
述
べ
た
経
緯
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
を
改
組
し
て
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判

所
と
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
っ
た
。
ラ
イ
ヒ
政
府
に
よ
れ
ば
、
か
か
る
改
組
を
行
う
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
独
立
し
て
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
を
設
け
る
場
合
よ
り
も
費
用
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
、
ベ
ル
リ
ン
に
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所

を
設
置
す
る
こ
と
で
ラ
イ
ヒ
及
び
プ
ロ
イ
セ
ン
の
行
政
庁
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
が
容
易
に
な
る
、
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
は
行
政

裁
判
の
領
域
で
長
年
に
渡
っ
て
指
導
的
立
場
に
あ
り
確
固
た
る
伝
統
を
有
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る(399
)。

ま
た
、
一
九
三
〇
年
草
案
は
、
一
九
二
二
年
草
案
及
び
一
九
二
六
年
草
案
と
比
べ
る
と
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
管
轄
事
項
を
広
く

認
め
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
二
三
条
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
命
令
や
処
分
を
除
き
、
ラ
イ
ヒ
の
行
政
庁
及
び
ド
イ
ツ
国
有
鉄
道
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の
あ
ら
ゆ
る
命
令
又
は
処
分
に
つ
い
て
、
ラ
イ
ヒ
法
違
反
と
そ
れ
に
よ
る
権
利
侵
害
が
主
張
さ
れ
た
場
合
に
は
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所

が
原
則
一
審
か
つ
終
審
と
し
て
管
轄
権
を
持
つ
こ
と
と
さ
れ
た
（
二
二
条
一
項
ａ
号
・
七
三
条
一
項(400
)）。
こ
う
し
た
管
轄
事
項
の
拡
張

の
理
由
に
関
し
て
、
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
権
利
保
護
の
必
要
性
が
存
す
る
限
り
、
行
政
庁
の
あ
ら
ゆ
る
命
令
又
は
処
分
に
対
し
て
行
政
裁

判
所
に
よ
る
審
理
の
可
能
性
を
開
く
こ
と
が
、
法
治
国
の
本
質
か
ら
要
求
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る(401
)。
も
っ
と
も
、
ラ
イ
ヒ
法
違
反
と
そ

れ
に
よ
る
権
利
侵
害
が
主
張
さ
れ
た
場
合
で
も
、
ラ
ン
ト
の
行
政
庁
の
命
令
又
は
処
分
は
、
警
察
処
分
に
限
っ
て
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所

の
管
轄
事
項
と
さ
れ
る
に
止
ま
っ
た
（
二
二
条
一
項
ｂ
号(402
)）。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
各
ラ
ン
ト
の
行
政
に
対
す
る
介
入
は
、
法
治
国

の
要
請
か
ら
最
低
限
必
要
な
限
り
で
行
わ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
警
察
処
分
は
個
人
の
権
利
領
域
を
侵
害
す
る
程
度
が
最
も
大
き
い
も
の

で
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た(403
)。
ま
た
、
行
政
庁
の
不
作
為
に
つ
い
て
は
訴
訟
を
通
じ
て
争
う
こ
と
は
で
き
ず
、
上
級

行
政
庁
へ
の
訴
願
が
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
ラ
イ
ヒ
政
府
の
提
案
理
由
で
言
わ
れ
て
い
た(404
)。

そ
の
一
方
で
、
一
九
三
〇
年
草
案
に
は
、
一
九
二
二
年
草
案
及
び
一
九
二
六
年
草
案
と
共
通
す
る
点
も
見
ら
れ
た
。
ラ
ン
ト
政
府
の

申
請
に
よ
り
、
当
該
ラ
ン
ト
法
に
基
づ
く
行
政
事
件
に
つ
い
て
も
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
を
最
上
級
審
と
す
る
こ
と
が
で
き
（
二
一
条

二
項(405
)）、
ま
た
、
連
邦
救
貧
局
と
ラ
イ
ヒ
経
済
裁
判
所
の
管
轄
事
項
が
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
（
二
五

条
）。
さ
ら
に
、
ラ
ン
ト
の
行
政
裁
判
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
規
定
も
置
か
れ
て
い
た
（
二
八
条
）。

⒞

し
か
し
、
こ
の
一
九
三
〇
年
草
案
に
関
し
て
も
審
議
は
進
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
要
因
の
一
つ
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
末
期
の
政
治

的
混
乱
や
世
界
恐
慌
以
降
の
厳
し
い
経
済
情
勢
の
た
め
、
審
議
に
時
間
を
割
く
余
裕
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う

が(406
)、
そ
れ
以
外
に
も
、
草
案
が
プ
ロ
イ
セ
ン
の
要
求
を
数
多
く
受
け
入
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
、
他
の
ラ
ン
ト
（
特
に
バ
イ

エ
ル
ン
）
の
反
発
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る(407
)。
結
局
、
一
九
三
〇
年
草
案
も
法
律
と
し
て
成
立
す
る
に
は
至
ら
ず
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
ラ

イ
ヒ
行
政
裁
判
所
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ナ
チ
ス
期
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
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⚓

管
轄
事
項
・
訴
訟
類
型
に
関
す
る
学
説
の
反
応

以
上
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
状
況
を
見
て
き
た
が
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
が
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
主
な
要
因
は
、
各
ラ
ン
ト
の
反
対
に

あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
こ
で
は
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
創
設
に
よ
り
、
各
ラ
ン
ト
の
権
限
が
縮
小
す
る
こ
と
も
危
惧
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
現
在
で
は
、
各
草
案
を
作
成
し
た
ラ
イ
ヒ
政
府
自
身
が
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
置
に
あ
ま
り
積
極

的
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
分
析
も
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る(408
)。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
記
述
に
お
い
て
は
、
当
時
の
学
説
が
管
轄
事
項
及
び
訴
訟
類
型
の
点
で
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
に
関
す
る
法
律

の
各
草
案
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
最
後
に
、
そ
う
し
た
問
題
に
関

す
る
議
論
の
状
況
を
瞥
見
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

⑴

管
轄
事
項
に
つ
い
て

⒜

最
初
に
管
轄
事
項
の
問
題
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
ド
レ
フ
ス
が
作
成
し
た
対
案
を
別
と
す
れ
ば
、
予
備
草
案
か
ら
一
九
二
六
年
草
案

ま
で
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
、
列
挙
主
義
に
依
拠
し
て
管
轄
事
項
を
限
定
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
負
担
軽

減
と
ラ
イ
ヒ
の
財
政
難
に
伴
う
経
費
削
減
に
求
め
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
、
管
轄
事
項
の
明
確
化
と
い
っ
た
根
拠
と
は
異
な
り

（
本
章
第
一
節
⚓
⑴
を
参
照
）、
よ
り
政
策
的
色
彩
の
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
政
策
的
考
慮
を
反
映
す
る
こ
と
が
で

き
た
背
景
に
は
、
管
轄
事
項
の
定
め
方
に
つ
い
て
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
一
〇
七
条
は
ラ
イ
ヒ
の
立
法
者
に
そ
の
判
断
を
委
ね
て
い
る
と

す
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
と
（
本
章
第
一
節
⚑
⑵
⒝
を
参
照
）
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る(409
)。
そ
し
て
、
論
者
の
中
に
は
、
仮
に
概

括
主
義
に
拠
っ
た
と
し
て
も
、
ラ
イ
ヒ
の
特
別
行
政
裁
判
所
が
存
在
す
る
限
り
、
例
外
規
定
が
多
く
な
る
と
い
っ
た
点
も
指
摘
し
、
列

挙
主
義
に
基
づ
い
て
管
轄
事
項
を
定
め
た
こ
と
に
対
し
て
、
支
持
な
い
し
理
解
を
示
す
者
も
存
在
し
た(410
)。

し
か
し
、
多
数
の
見
解
は
、
管
轄
事
項
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
概
括
主
義
の
採
用
を
主
張
し
て
い
た
と
言
え
る(411
)。
そ
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こ
で
も
、
す
で
に
紹
介
し
た
理
由
と
同
じ
く
（
本
章
第
一
節
⚓
⑴
を
参
照
）、
法
治
国
の
理
念
や
、
概
括
主
義
の
導
入
に
よ
っ
て
判
例

が
法
創
造
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が(412
)、
さ
ら
に
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
場
合
に

固
有
の
論
拠
と
し
て
、
ラ
イ
ヒ
法
令
の
適
用
の
統
一
性
確
保
と
い
う
目
的
の
実
現
も
挙
げ
ら
れ
て
い
た(413
)。

⒝

他
方
で
、
一
九
三
〇
年
草
案
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
要
求
を
反
映
し
た
の
か
、
ラ
イ
ヒ
の
行
政
庁
及
び
ド
イ
ツ
国
有
鉄
道
の
す
べ
て

の
命
令
又
は
処
分
に
加
え
て
ラ
ン
ト
の
行
政
庁
の
警
察
処
分
に
つ
い
て
も
、
ラ
イ
ヒ
法
違
反
と
そ
れ
に
よ
る
権
利
侵
害
が
主
張
さ
れ
る

限
り
で
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
管
轄
権
を
認
め
た
。

こ
の
段
階
で
も
、
管
轄
事
項
の
明
確
化
の
見
地
か
ら
列
挙
主
義
を
支
持
す
る
見
解
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が(414
)、
む
し
ろ
注
目
さ

れ
る
の
は
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
管
轄
事
項
を
よ
り
包
括
的
な
も
の
に
す
べ
き
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
警
察
処
分
以
外

の
ラ
ン
ト
の
行
政
庁
の
命
令
又
は
処
分
の
み
な
ら
ず
、
行
政
庁
の
命
令
又
は
処
分
が
争
い
の
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
そ
の
他
の
公
法
上

の
訴
訟
に
関
し
て
も
、
ラ
イ
ヒ
法
違
反
が
問
わ
れ
て
い
れ
ば
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
管
轄
事
項
に
含
め
る
べ
き
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る(415
)。

か
よ
う
な
主
張
を
行
う
論
者
は
、
従
来
の
経
験
か
ら
す
れ
ば
、
概
括
主
義
を
導
入
し
て
も
行
政
活
動
は
阻
害
さ
れ
な
い
旨
を
指
摘
す
る

と
と
も
に
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
に
関
わ
る
議
論
に
特
有
の
根
拠
と
し
て
、
概
括
主
義
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
一
定
の

行
政
事
件
を
扱
っ
て
い
た
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
の
負
担
も
軽
減
さ
れ
る
と
説
い
て
い
た(416
)。

⑵

訴
訟
類
型
に
つ
い
て

そ
の
一
方
で
、
訴
訟
類
型
の
問
題
に
関
し
て
は
、
管
轄
事
項
が
拡
張
さ
れ
た
後
の
次
の
課
題
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
た
の
か
、
専
ら
一

九
三
〇
年
草
案
を
対
象
と
し
て
議
論
が
行
わ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
概
括
主
義
か
ら
の
帰
結
と
し
て(417
)、
あ
る
い
は
民
事
訴
訟
法
を
参
照

し
て(418
)、
確
認
訴
訟
を
一
般
的
に
許
容
す
べ
き
と
言
わ
れ
た(419
)。
ま
た
、
行
政
庁
の
不
作
為
に
対
す
る
救
済
の
必
要
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
た(420
)。

た
だ
し
、
管
轄
事
項
の
場
合
と
異
な
り
、
訴
訟
類
型
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
場
合
に
固
有
の
論
拠
は
持
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ち
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る(421
)。

以
上
本
章
に
お
い
て
は
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
立
構
想
も
含
め
て
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
状
況
を
見
て
き
た
。
第
三
章
で
は
、
ナ

チ
ス
期
の
断
絶
を
経
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
行
政
裁
判
制
度
が
い
か
に
再
建
さ
れ
た
の
か
、
ま
た
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
学
説
も
反

映
し
な
が
ら
、
訴
訟
類
型
が
ど
の
よ
う
に
発
展
し
た
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

(255
)
本
章
第
一
節
⚑
⑵
⒜
で
述
べ
た
通
り
、
第
二
帝
政
期
に
お
い
て
は
、
当
時
の
裁
判
所
構
成
法
施
行
法
四
条
一
文
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
司
法

国
家
制
を
採
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

(256
)
Gesetzsam
m
lung
der
freien
und
H
ansestadt
H
am
burg
1879,S.110
ff.

(257
)
Rat
Sew
eloh,D
ie
Einführung
einer
V
erw
altungsgerichtsbarkeit
in
H
am
burg,A
öR
29
(1912),S.1
[2
f.].

(258
)
W
ilhelm
Gundlach,
D
er
W
eg
der
ham
burgischen
V
erw
altungsgerichtsbarkeit
(1946),
S.
31
;Ingo
von
V
oß,
D
ie

V
erw
altungsgerichtsbarkeitin
H
am
burg
von
1921
bis
1945
(1988),S.5
f.た
だ
し
、
Jellinek
(A
nm
.190),S.20
は
、
ハ
ン
ブ
ル

ク
の
司
法
裁
判
所
は
行
政
事
件
を
う
ま
く
処
理
し
て
い
た
と
評
価
し
て
い
た
。

(259
)
一
九
一
〇
年
草
案
は
、
V
erhandlungen
zw
ischen
Senatund
Bürgerschaftim
Jahre
1910,S.1118
ff.に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(260
)
V
erhandlungen
zw
ischen
Senat
und
Bürgerschaft
im
Jahre
1910,S.1113
f.な
お
、
本
文
で
挙
げ
た
「
行
政
と
司
法
の
関
係

に
関
す
る
法
律
」
よ
り
も
後
に
制
定
さ
れ
た
、
一
八
七
九
年
の
ハ
ン
ブ
ル
ク
憲
法
（
Gesetzsam
m
lung
der
freien
und
H
ansestadt

H
am
burg
1879,S.353
ff.）
八
九
条
一
項
は
、
行
政
庁
の
行
為
に
対
し
て
裁
判
所
に
出
訴
で
き
る
旨
を
定
め
て
い
た
が
、
一
九
一
〇
年
草
案

の
政
府
提
案
理
由
は
、
当
該
規
定
を
司
法
国
家
制
と
関
連
付
け
て
理
解
す
る
必
要
は
な
く
、
行
政
裁
判
制
度
の
導
入
は
憲
法
に
反
し
な
い
と
も

述
べ
て
い
た
。
A
.a.O
.,S.1116.

(261
)
一
審
制
を
採
っ
た
理
由
と
し
て
は
、
そ
れ
が
迅
速
か
つ
実
効
的
な
裁
判
の
要
請
に
最
も
合
致
す
る
こ
と
、
並
び
に
、
下
級
審
が
必
要
な
場

合
は
行
政
組
織
内
部
に
そ
れ
を
設
け
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
V
erhandlungen
zw
ischen
Senatund
Bürgerschaft

im
Jahre
1910,S.1116.
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(262
)
そ
こ
で
は
、
警
察
処
分
や
公
課
に
関
す
る
争
い
な
ど
、
一
定
領
域
に
つ
い
て
概
括
主
義
を
定
め
る
規
定
も
存
在
し
た
。

(263
)
な
お
、
民
事
訴
訟
法
の
確
認
訴
訟
に
関
す
る
規
定
は
「
法
的
利
益
〔
rechtliches
Interesse〕」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
る
が
、
一
九

一
〇
年
草
案
の
四
九
条
は
そ
れ
を
「
正
当
な
利
益
」
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
裁
判
官
の
判
断
に
よ
っ
て
根
拠
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
利
益
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
V
erhandlungen
zw
ischen
Senat
und
Bürgerschaft

im
Jahre
1910,S.1196.

(264
)
厳
密
に
は
一
九
一
〇
年
草
案
は
「
職
務
行
為
の
拒
否
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
政
府
の
提
案
理
由
で
は
「
職
務
行
為
」
と
「
処
分
」
の
用

語
は
互
換
的
に
使
わ
れ
て
お
り
（
V
erhandlungen
zw
ischen
Senat
und
Bürgerschaft
im
Jahre
1910,S.1202）、「
職
務
行
為
」
は

「
処
分
」
と
同
義
か
そ
れ
を
含
む
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(265
)
V
gl.V
erhandlungen
zw
ischen
Senat
und
Bürgerschaft
im
Jahre
1910,S.1206
f.た
だ
し
、
処
分
の
不
作
為
に
対
す
る
訴
訟

は
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
A
.a.O
.,S.1202.

(266
)
V
erhandlungen
zw
ischen
Senat
und
Bürgerschaft
im
Jahre
1920,S.1137
;Gundlach
(A
nm
.258),S.31
f.

(267
)
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
存
在
し
た
特
別
行
政
裁
判
所
は
、
Sew
eloh
(A
nm
.257),S.4
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
Gundlach
(A
nm
.258),

S.30
は
、
特
別
行
政
裁
判
所
で
の
経
験
が
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
お
け
る
行
政
裁
判
制
度
の
成
立
に
寄
与
し
た
と
す
る
。

(268
)
Gesetzblatt
der
freien
H
ansestadt
Brem
en
1854,S.7
ff.

(269
)
Johannes
Bollm
ann,D
as
Staatsrecht
der
Freien
H
ansestädte
Brem
en
und
Lübeck
(1914),S.140
ff.

(270
)
V
erhandlungen
zw
ischen
dem
Senate
und
der
Bürgerschaft
vom
Jahre
1903,S.28.

(271
)
Joachim
Peters,Geschichte,Entstehung
und
Entw
icklung
der
V
erw
altungsgerichtsbarkeitin
Brem
en
(1981),S.42
ff.

(272
)
も
っ
と
も
、
ブ
レ
ー
メ
ン
の
場
合
に
関
し
て
Peters
(A
nm
.271),S.47
は
、
後
述
の
「
行
政
裁
判
権
に
関
す
る
法
律
」
の
政
府
提
案
理

由
が
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
一
〇
七
条
に
は
わ
ず
か
に
言
及
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
も
し
同
条
の
規
定
が
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
ブ
レ
ー
メ
ン
は
行
政
裁
判
制
度
を
導
入
し
た
で
あ
ろ
う
と
分
析
し
て
い
る
。

(273
)
H
am
burgisches
Gesetz-
und
V
erordnungsblatt
1921,S.585
ff.

(274
)
Gesetzblatt
der
Freien
H
ansestadt
Brem
en
1920,S.547.

(275
)
V
erhandlungen
zw
ischen
dem
Senate
und
der
Bürgerschaftvom
Jahre
1920,S.550
f.な
お
、
政
府
は
、
一
九
二
〇
年
の
ブ
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レ
ー
メ
ン
憲
法
（
Gesetzblattder
Freien
H
ansestadtBrem
en
1920,S.183
ff.）
が
そ
れ
以
前
の
憲
法
と
異
な
り
、
行
政
事
件
に
つ
い

て
裁
判
所
へ
の
出
訴
を
認
め
る
規
定
を
置
か
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
も
し
法
律
に
よ
っ
て
司
法
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ

な
け
れ
ば
、
行
政
事
件
に
関
す
る
救
済
手
段
が
上
級
行
政
庁
へ
の
訴
願
の
み
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
指
摘
し
て
い
た
。

(276
)
Gesetzblatt
der
Freien
H
ansestadt
Brem
en
1924,S.23
ff.

(277
)
V
oß
(A
nm
.258),S.13
f.

(278
)
Gerd
Q
uast,D
ie
Entstehungsgeschichte
der
ham
burgischen
V
erw
altungsgerichtsbarkeit
(1974),S.195.

(279
)
V
erhandlungen
zw
ischen
Senat
und
Bürgerschaft
im
Jahre
1920,S.1138.

(280
)
V
gl.auch
V
oß
(A
nm
.258),S.13
f.

(281
)
た
だ
し
、
行
政
裁
判
所
の
陪
席
の
裁
判
官
、
及
び
上
級
行
政
裁
判
所
の
陪
席
の
名
誉
職
裁
判
官
に
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
行
政
庁
の
構
成
員

又
は
過
去
に
構
成
員
で
あ
っ
た
者
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
（
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
二
条
三
項
二
文
・
五
条
二
項
二

文
）。
Jellinek
(A
nm
.190),S.22
f.で
は
、
行
政
裁
判
所
及
び
上
級
行
政
裁
判
所
の
裁
判
官
に
な
っ
た
者
の
経
歴
が
、
若
干
で
は
あ
る
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。

(282
)
V
erhandlungen
zw
ischen
dem
Senate
und
der
Bürgerschaftvom
Jahre
1923,S.392
;V
erhandlungen
der
Brem
ischen

Bürgerschaft
1923,S.687,689.も
っ
と
も
、
Peters
(A
nm
.271),S.68
に
よ
れ
ば
、
立
法
過
程
に
お
い
て
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
か
ら
の
提

案
を
受
け
て
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
上
級
行
政
裁
判
所
を
ブ
レ
ー
メ
ン
の
第
二
審
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
た
と
い
う
。

(283
)
Gesetzblatt
der
Freien
H
ansestadt
Brem
en
1933,S.315
ff.

(284
)
Rüfner
(A
nm
.208),S.647.

(285
)
Jellinek
(A
nm
.190),S.23
f.;Peters
(A
nm
.271),S.57.

(286
)
V
gl.Peters
(A
nm
.271),S.115.た
だ
し
、
上
級
行
政
裁
判
所
の
四
名
の
陪
席
裁
判
官
の
う
ち
三
名
は
、
行
政
官
吏
か
ら
選
ば
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
（
一
九
三
三
年
の
改
正
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
法
二
条
四
項
）。

(287
)
た
だ
し
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
と
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
法
の
い
ず
れ
も
、
個
別
の
法
律
で
概
括
主
義
の
例
外
を
定
め
る
こ
と
を
認

め
て
い
た
。
ま
た
、
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
法
一
〇
条
は
、
官
吏
の
法
律
関
係
に
係
る
争
い
を
管
轄
事
項
か
ら
除
外
し
て
い
た
。

(288
)
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
に
つ
い
て
、
V
erhandlungen
zw
ischen
Senatund
Bürgerschaftim
Jahre
1920,S.1158.ブ
レ
ー
メ
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ン
行
政
裁
判
法
に
つ
い
て
、
V
erhandlungen
zw
ischen
dem
Senate
und
der
Bürgerschaft
vom
Jahre
1923,S.392.

(289
)
Jellinek
(A
nm
.11),S.314
f.

(290
)
民
事
訴
訟
法
の
確
認
訴
訟
に
関
す
る
規
定
と
違
っ
て
、「
正
当
な
利
益
」
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
、
一
九
一
〇

年
草
案
の
理
由
（
注
（
263
）
を
参
照
）
が
援
用
さ
れ
て
い
る
。
A
lbert
W
ulff
(H
rsg.),H
am
burgische
Gesetze
und
V
erordnungen

Band
1,3.A
ufl.(1930),S.263.

(291
)
Peters
(A
nm
.271),S.93
f.

(292
)
な
お
、
Peters
(A
nm
.271),S.87
は
、
確
認
訴
訟
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法
九
条
及
び
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
法
八
条
一
文
の
「
そ

の
他
の
公
法
上
の
訴
訟
」
に
含
ま
れ
る
と
見
て
い
る
。
ま
た
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
と
ブ
レ
ー
メ
ン
以
外
に
も
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
＝
シ
ュ
ト
レ
ー

リ
ッ
ツ
（
現
在
の
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
＝
フ
ォ
ア
ポ
ン
メ
ル
ン
州
の
一
部
）
の
「
行
政
訴
訟
手
続
に
関
す
る
法
律
」
四
二
条
が
、
確
認
訴
訟
を
一

般
的
に
認
め
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
T
raum
(A
nm
.91),S.50
;Gerhard
Lassar,D
as
Reichsverw
altungsgericht
(1930),S.34.

(293
)
John
Jacobsohn,
D
ie
Einführung
der
V
erw
altungsgerichtsbarkeit
im
H
am
burgischen
Staate,
H
anseatische

Gerichtszeitung
Beiblatt
1922,S.13
[17].

(294
)
な
お
、
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
法
四
八
条
二
文
は
、
一
九
三
三
年
の
同
法
改
正
の
際
に
削
除
さ
れ
た
が
、
そ
の
場
合
で
も
、「
職
務
行
為

の
拒
否
を
理
由
に
提
起
さ
れ
る
訴
え
」
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
法
八
条
一
文
が
定
め
る
概
括
主
義
か
ら
し
て
異
論
は
な
か
っ
た

と
言
う
。
Peters
(A
nm
.271),S.121.

(295
)
V
G
H
am
burg,U
rt.v.11.4.1925,H
anseatische
Rechtszeitschrift1925,754
[754].他
に
国
籍
の
不
存
在
確
認
訴
訟
が
認
容
さ

れ
た
例
と
し
て
、
V
G
H
am
burg,U
rt.v.23.6.1926,H
anseatische
Rechtszeitschrift
1927,32.

(296
)
V
G
Brem
en,U
rt.v.26.5.1930,Entscheidungen
des
brem
ischen
V
erw
altungsgerichts
N
achtrag
N
r.1
(1931),S.12

[12].

(297
)
V
G
Brem
en,U
rt.v.17.12.1928,Entscheidungen
des
brem
ischen
V
erw
altungsgerichts
(1930),S.52
[52].

(298
)
た
だ
し
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
所
一
九
二
二
年
四
月
二
四
日
判
決
は
、
ワ
イ
ン
専
門
酒
場
・
キ
ャ
バ
レ
ー
を
営
む
原
告
が
、
場
内
で
客

が
ダ
ン
ス
を
行
っ
て
い
る
の
を
黙
認
し
た
こ
と
を
理
由
に
営
業
許
可
を
取
り
消
さ
れ
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
し
て
、
場
内
で
ダ
ン
ス
の
催
し
を

行
う
こ
と
に
つ
い
て
別
途
許
可
を
要
し
な
い
こ
と
の
確
認
訴
訟
を
提
起
し
た
事
例
に
お
い
て
、
確
認
訴
訟
を
不
適
法
と
し
た
。
V
G
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H
am
burg,U
rt.v.24.4.1922,H
anseatische
Rechtszeitschrift
1923,388
[388].こ
の
判
決
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、
Jellinek

(A
nm
.190),S.62.関
連
し
て
、
Peters
(A
nm
.271),S.94,97
は
、
確
認
訴
訟
の
対
象
で
あ
る
「
法
律
関
係
」（
ハ
ン
ブ
ル
ク
行
政
裁
判
法

二
〇
条
、
ブ
レ
ー
メ
ン
行
政
裁
判
法
二
八
条
）
に
つ
い
て
、
ブ
レ
ー
メ
ン
で
は
そ
れ
は
広
く
理
解
さ
れ
た
が
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
厳
格
に
解
さ

れ
た
と
指
摘
す
る
。

(299
)
ク
ッ
ク
ス
ハ
ー
フ
ェ
ン
市
は
現
在
は
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
の
市
で
あ
る
が
、
当
時
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
属
し
て
い
た
。
http://w
w
w
.

cuxhaven.de/staticsite/staticsite.php?m
enuid=13&
topm
enu=13

(300
)
O
V
G
H
am
burg,U
rt.v.29.12.1922,H
anseatische
Rechtszeitschrift
1923,196
[198].

(301
)
V
G
Brem
en,U
rt.v.27.6.1928,Entscheidungen
des
brem
ischen
V
erw
altungsgerichts
(1930),S.51
[51
f.].

(302
)
V
G
H
am
burg,U
rt.v.3.11.1924,H
anseatische
Rechtszeitschrift
1925,326
[326
f.].

(303
)
行
政
庁
の
命
令
又
は
処
分
の
無
効
を
前
提
に
、
司
法
裁
判
所
に
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
点
に
つ
い
て

は
、
vgl.z.B.W
alter
Jellinek,D
er
fehlerhafte
Staatsakte
und
seine
W
irkungen
(1908),S.118
f.

(304
)
O
V
G
Preußen,U
rt.v.2.12.1896,PrO
V
GE
31,428
[429].た
だ
し
、
処
分
を
発
す
る
に
当
た
っ
て
市
長
が
自
筆
で
署
名
す
る
こ

と
ま
で
は
要
求
さ
れ
ず
、
問
題
の
処
分
は
有
効
で
あ
る
と
し
て
、
結
論
的
に
は
原
告
の
請
求
は
退
け
ら
れ
て
い
る
。

(305
)
V
G
H
am
burg,U
rt.v.9.10.1922,H
anseatische
Rechtszeitschrift
1923,625
[626].

(306
)
さ
ら
に
、
H
einrich
T
riepel,D
ie
Reichsaufsicht
(1917),S.492
f.も
、
無
効
の
行
政
行
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
外
見
か
ら
生
じ
る

危
険
や
不
利
益
を
除
去
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
取
消
訴
訟
を
認
め
て
い
た
。

(307
)
V
gl.auch
K
arl
K
orm
ann,System
der
rechtsgeschäftlichen
Staatsakte
(1910),S.207.

(308
)
W
ulff
(A
nm
.290),S.268.V
gl.auch
Gundlach
(A
nm
.258),S.48.

(309
)
K
orm
ann
(A
nm
.307),S.207,261
f.

(310
)
他
方
で
、
先
ほ
ど
の
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
の
判
例
が
無
効
の
処
分
を
取
消
訴
訟
で
争
う
こ
と
を
認
め
た
の
は
、
確
認
訴
訟
を
提

起
で
き
る
の
は
個
別
の
法
律
の
規
定
が
そ
れ
を
認
め
た
場
合
に
限
ら
れ
る
と
い
う
立
場
を
プ
ロ
イ
セ
ン
の
判
例
は
原
則
と
し
て
採
っ
て
き
た
た

め
、
無
効
確
認
訴
訟
を
許
容
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
代
わ
り
に
取
消
訴
訟
を
認
め
た
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
も
取
消
訴
訟
が
代
替
的
救
済
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
（
第
一
章
第
三
節
⚔
⑴
も
参
照
）。
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(311
)
O
V
G
H
am
burg,U
rt.v.4.7.1922,H
anseatische
Rechtszeitschrift
1923,34.

(312
)
V
G
H
am
burg,U
rt.v.25.8.1924,H
anseatische
Rechtszeitschrift
1925,72.

(313
)
O
V
G
H
am
burg,U
rt.v.17.12.1930,Entscheidungen
der
H
am
burgischen
V
erw
altungsgerichte
Band
3
(1931),S.150

[152
f.].

(314
)
Peters
(A
nm
.271),S.91.

(315
)
Jacobsohn
(A
nm
.293),S.17.V
gl.auch
H
arro
T
hiem
ann,V
erw
altungsgerichtsbarkeit
in
Brem
en
(1930),S.120.

(316
)
W
ulff
(A
nm
.290),S.258.

(317
)
Peters
(A
nm
.271),S.92.

(318
)
T
hiem
ann
(A
nm
.315),S.96.

(319
)
Jellinek
(A
nm
.190),S.68.

(320
)
V
gl.auch
K
im
m
inich
(A
nm
.208),S.378.

(321
)
ナ
チ
ス
期
に
入
っ
て
、
一
九
四
一
年
四
月
三
日
の
「
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
立
に
関
す
る
総
統
令
」（
Reichsgesetzblatt
T
eil
1

1941,S.201
ff.）
に
よ
り
、「
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
」
が
設
け
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
、
ウ
ィ
ー
ン
高
等
行
政

裁
判
所
、
及
び
ラ
イ
ヒ
経
済
裁
判
所
な
ど
い
く
つ
か
の
ラ
イ
ヒ
の
特
別
行
政
裁
判
所
を
統
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
お
よ
そ
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
構

想
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ナ
チ
ス
期
の
「
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
」
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
・
前
掲
注
（
10
）
四
〇
一
頁
以
下
、
人
見
・
前

掲
注
（
194
）
二
九
四
頁
以
下
も
参
照
。

(322
)
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
立
を
め
ぐ
る
議
論
状
況
に
関
し
て
は
、
原
・
前
掲
注
（
181
）
八
五
頁
以
下
、
人
見
・
前
掲
注
（
181
）
二
七
一
頁

以
下
、
同
・
前
掲
注
（
194
）
二
〇
四
頁
以
下
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
K
ohl
(A
nm
.184)は
、
こ
の
問
題
を
網
羅
的
か
つ
詳
細
に
考
察

し
た
文
献
で
あ
る
。

(323
)
な
お
、
本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
記
述
に
合
わ
せ
て
、
第
二
帝
政
期
の
状
況
を
述
べ
る
際
に
は
「
帝
国
行
政
裁
判
所
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
、

ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
状
況
を
述
べ
る
と
き
に
は
「
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
」
と
表
現
す
る
。

(324
)
A
lbertH
aenel,D
eutsches
StaatsrechtBand
1
(1892),S.235
f.;Georg
M
eyer,Lehrbuch
des
deutschen
Staatsrechtes,

6.A
ufl.(1905),S.235
;Paul
Laband,D
as
Staatsrecht
des
D
eutschen
Reiches
Band
1,5.A
ufl.(1911),S.102
;Gerhard

ドイツにおける行政訴訟の類型の歴史的展開（三）

(阪大法学) 67 (2-35）267〔2017.⚗〕



A
nschütz,D
eutsches
Staatsrecht,in
:Franz
von
H
oltzendorff/JosefK
ohler
(H
rsg.),Enzyklopädie
der
Rechtsw
issenschaft

in
system
atischer
Bearbeitung
Band
4,7.,der
N
eubearbeitung
2.A
ufl.(1914),S.1
[70
f.]
;T
riepel(A
nm
.306),S.173
f.

(325
)
H
aenel(A
nm
.324),S.307
f.;PaulLaband,Ein
deutsches
Reichs-V
erw
altungsgericht,D
JZ
15
(1910),Sp.909
[910
f.]
;

T
riepel
(A
nm
.
306),
S.
176.た
だ
し
、
例
え
ば
Conrad
Bornhak,
D
ie
N
otw
endigkeit
eines
Reichsverw
altungsgerichtes,

Gesetz
und
Recht:V
olksthüm
liche
Zeitschriftfür
Rechtskunde
1918,266
[267
f.]
は
、
帝
国
の
行
政
裁
判
所
に
よ
る
審
査
も
監

督
権
限
の
枠
内
に
あ
る
と
解
し
て
い
た
。
第
二
帝
政
期
の
帝
国
監
督
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
大
西
楠
・
テ
ア
「『
帝
国
監
督
』
と
公
法
学
に
お

け
る
利
益
法
学
―
―
ト
リ
ー
ペ
ル
に
よ
る
連
邦
国
家
の
動
態
的
分
析
（
一
）」
法
学
協
会
雑
誌
一
三
一
巻
三
号
（
二
〇
一
四
年
）
五
二
四
頁
以

下
も
参
照
。

(326
)
も
っ
と
も
、
帝
国
に
行
政
権
限
を
認
め
る
に
は
憲
法
の
規
定
が
必
要
な
の
か
、
そ
れ
と
も
帝
国
法
律
の
制
定
が
あ
れ
ば
足
り
る
の
か
と
い

う
点
は
争
い
が
あ
っ
た
。
前
者
の
見
解
と
し
て
、
H
aenel(A
nm
.324),S.236.V
gl.auch
Gerhard
Lassar,Reichseigene
V
erw
altung

unterderW
eim
arerV
erfassung.Zw
eiStudie,JöR
14
(1926),S.1
[17].後
者
の
見
解
と
し
て
、
M
eyer(A
nm
.324),S.235
;Paul

Laband,D
as
Staatsrecht
des
D
eutschen
Reiches
Band
2,5.A
ufl.(1911),S.204.

(327
)
H
aenel(A
nm
.324),S.713.帝
国
が
行
政
権
限
を
有
し
た
例
に
つ
き
、
vgl.M
eyer
(A
nm
.324),S.235
ff.;T
riepel(A
nm
.306),S.

183
ff.第
二
帝
政
期
に
は
、
連
邦
救
貧
局
〔
Bundesam
t
für
das
H
eim
atw
esen〕
や
連
邦
上
級
海
事
局
な
ど
、
個
別
領
域
の
行
政
事
件
に

限
っ
て
管
轄
権
を
持
つ
特
別
行
政
裁
判
所
が
い
く
つ
か
帝
国
に
設
置
さ
れ
た
が
（
そ
の
紹
介
と
し
て
、
Ernst
Rudolf
H
uber,D
eutsche

V
erfassungsgeschichte
seit1789
Band
3,3.A
ufl.(1988),S.985
ff.;K
ohl(A
nm
.184),S.45
ff.,70
ff.）、
そ
れ
ら
は
行
政
権
限
が
帝

国
に
帰
属
し
た
領
域
に
関
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(328
)
M
ax
Fleischm
ann,
Reichsverw
altungsgerichtsbarkeit,
in
:K
arl
Freiherrn
von
Stengel/M
ax
Fleischm
ann
(H
rsg.),

W
örterbuch
desdeutschen
Staats-
und
V
erw
altungsrechtsBand
3,2.A
ufl.(1914),S.749
[752]
;T
riepel(A
nm
.306),S.268

f.な
お
、
注
（
325
）
も
参
照
。

(329
)
ち
な
み
に
、
ビ
ス
マ
ル
ク
憲
法
七
八
条
一
項
に
よ
る
と
、
憲
法
の
改
正
は
連
邦
参
議
院
で
一
四
票
の
反
対
が
な
い
限
り
、
法
律
制
定
の
方

法
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

(330
)
A
.v.K
irchenheim
,Einführung
in
das
V
erw
altungsrecht
(1885),S.101
f.な
お
、
そ
れ
以
前
に
、
Robert
von
M
ohl,D
as
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deutsche
Reichsstaatsrecht
(1873),S.198
が
、
帝
国
行
政
裁
判
所
の
設
置
に
反
対
の
立
場
を
示
し
て
い
た
。

(331
)
そ
の
よ
う
な
見
解
と
し
て
、
Friedrichs
(A
nm
.
90),
S.
546
ff.;Paul
Laband,
D
ie
geschichtliche
Entw
icklung
der

Reichsverfassung
seit
der
Reichsgründung,JöR
1
(1907),S.1
[36].

(332
)
Gulden
(A
nm
.196),S.15
;K
ohl
(A
nm
.184),S.121.

(333
)
M
ax
Schultzenstein,Liegt
ein
Bedürfnis
eines
deutschen
Reichs-V
erw
altungsgerichts
vor?,V
erhandlungen
des
29.

D
JT
Band
2
(1908),S.3
[14].

(334
)
Schultzenstein
(A
nm
.333),S.35.彼
は
別
の
論
文
で
も
、
帝
国
行
政
裁
判
所
の
設
置
は
時
期
尚
早
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
た
。

M
ax
Schultzenstein,Liegtein
Bedürfnis
für
ein
deutsches
Reichs-V
erw
altungsgerichts
vor?,PrV
Bl.31
(1910),S.711
[711

ff.].

(335
)
Richard
T
hom
a,Liegtein
Bedürfnis
eines
deutschen
Reichs-V
erw
altungsgerichts
vor?,V
erhandlungen
des
30.D
JT

Band
1
(1910),S.51
[54
f.].

(336
)
T
hom
a
(A
nm
.335),S.68
ff.た
だ
し
ト
ー
マ
は
、
現
時
点
で
は
ま
だ
、
帝
国
行
政
裁
判
所
の
組
織
や
訴
訟
手
続
な
ど
を
詳
し
く
検
討

す
る
段
階
に
な
い
と
も
述
べ
て
い
た
。
T
hom
a
(A
nm
.335),S.65.

(337
)
Gerhard
A
nschütz,Liegtein
Bedürfnis
eines
deutschen
Reichsverw
altungsgerichts
vor?,V
erhandlungen
des
30.D
JT

Band
1
(1910),S.489
[491
f.,498].さ
ら
に
、
ア
ン
シ
ュ
ッ
ツ
と
ト
ー
マ
は
い
ず
れ
も
、
当
時
の
支
配
的
見
解
と
同
じ
く
、
帝
国
行
政
裁
判

所
を
設
け
る
た
め
に
は
憲
法
の
改
正
が
必
要
で
あ
る
と
解
し
て
い
た
。
A
nschütz,a.a.O
.,S.497
;T
hom
a
(A
nm
.335),S.72.こ
の
点
は

シ
ュ
ル
ツ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
同
様
で
あ
る
。
Schultzenstein
(A
nm
.333),S.33.

(338
)
V
erhandlungen
des
30.D
JT
Band
2
(1911),S.350
ff.

(339
)
一
例
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
社
会
主
義
者
鎮
圧
法
の
改
正
案
を
審
議
す
る
過
程
で
の
提
案
に
つ
き
、
Stenographische
Berichte
über

die
V
erhandlungen
des
Reichstags
7.Legislaturperiode
5.Session
1889/90
Band
1,S.146
f.;Stenographische
Berichte

über
die
V
erhandlungen
des
Reichstags
7.Legislaturperiode
5.Session
1889/90
Band
3,S.393
f.

(340
)
V
erhandlungen
des
Reichstags
13.Legislaturperiode
1.Session
Band
298,S.154.

(341
)
V
erhandlungen
des
Reichstags
13.Legislaturperiode
1.Session
Band
290,S.5340,Band
302,S.1628
f.な
お
、
一
九
一
三
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年
の
国
籍
法
の
制
定
の
背
景
と
審
議
過
程
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
守
屋
治
善
「
帝
政
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
籍
法
の
改
正
」
明
治
大
学
政

経
論
叢
七
七
巻
三
・
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
九
七
頁
以
下
。

(342
)
M
artin
Löw
enthal,D
as
Reichsverw
altungsgericht,RuPrV
Bl.51
(1930),S.557
[558].

(343
)
K
ohl(A
nm
.184),S.147
ff.;M
artin
Pagenkopf,150
Jahre
V
erw
altungsgerichtsbarkeit
in
D
eutschland
(2014),S.69.

(344
)
M
arohn
(A
nm
.245),S.383.Baath,D
as
Reichsverw
altungsgericht,PrV
Bl.41
(1919),S.49
[49]
は
、
ラ
イ
ヒ
で
は
一
審
の

み
設
け
れ
ば
足
り
る
と
解
し
て
い
た
。
Gulden
(A
nm
.196),S.21
も
同
様
の
立
場
で
あ
る
が
、
ラ
イ
ヒ
の
行
政
裁
判
制
度
の
中
で
下
級
審
を

置
い
て
も
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
一
〇
七
条
に
は
反
し
な
い
と
も
述
べ
て
い
た
。

(345
)
こ
の
論
点
に
つ
い
て
、
Gulden
(A
nm
.196),S.23
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
は
特
に
何
も
述
べ
て
い
な
い
と
解
し
て
い
た
。
V
gl.auch

N
aw
iasky
(A
nm
.201),S.58.後
に
紹
介
す
る
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
置
に
関
す
る
法
律
の
各
草
案
か
ら
す
る
と
、
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、

各
ラ
ン
ト
の
申
請
が
あ
れ
ば
、
ラ
ン
ト
法
上
の
問
題
も
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
管
轄
事
項
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
立
場
だ
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

(346
)
た
だ
し
、
Jesse
(A
nm
.201),Sp.10
は
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
一
〇
七
条
の
要
求
は
、
行
政
庁
の
命
令
及
び
処
分
に
対
す
る
行
政
裁
判
所

に
よ
る
権
利
保
護
と
ラ
イ
ヒ
法
令
の
適
用
の
統
一
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
前
者
の
要
求
は
、
ラ
イ
ヒ
法
上
の
命
令
及
び
処
分
も
各
ラ
ン
ト
の
行

政
裁
判
所
の
管
轄
事
項
と
す
る
こ
と
で
満
た
す
こ
と
が
で
き
、
後
者
の
要
求
も
、
各
ラ
ン
ト
の
行
政
裁
判
所
の
間
で
見
解
の
相
違
が
生
じ
た
場

合
に
判
断
を
下
す
ラ
イ
ヒ
の
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
充
足
可
能
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
一
〇
七
条
は
司
法
国
家
制

の
採
用
を
許
容
し
て
い
る
と
い
う
見
解
に
つ
い
て
は
、
注
（
194
）
を
参
照
。

(347
)
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
に
設
け
ら
れ
た
ラ
イ
ヒ
の
特
別
行
政
裁
判
所
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
Ernst
Rudolf
H
uber,
D
eutsche

V
erfassungsgeschichte
seit
1789
Band
6
(1981),S.570
f.;K
ohl
(A
nm
.184),S.66
ff.,81
ff.

(348
)
M
ende,D
as
Reichsverw
altungsgericht,D
RiZ
1927,468
[469]
;Gulden
(A
nm
.196),S.27
;A
nschütz
(A
nm
.196),S.144.

(349
)
V
gl.z.B.Ernst
Forsthoff,D
eutsche
V
erfassungsgeschichte
der
N
euzeit,4.A
ufl.(1972),S.168.

(350
)
Reichsratsdrucksachen
1922
Band
2
N
r.187,S.20
;Gulden
(A
nm
.196),S.1
f.;Lassar
(A
nm
.292),S.3.

(351
)
Lassar
(A
nm
.326),S.16
f.な
お
、
第
二
帝
政
期
の
場
合
と
異
な
り
（
注
（
326
）
を
参
照
）、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
は
そ
の
一
四
条
が
ラ

イ
ヒ
法
律
に
よ
っ
て
も
ラ
イ
ヒ
に
行
政
権
限
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
明
示
し
た
。
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(352
)
Bredt,D
er
V
orentw
urf
eines
Gesetzes
über
das
Reichsverw
altungsgericht,PrV
Bl.41
(1920),S.201
[202]
;Lassar

(A
nm
.196),S.96.

(353
)
な
お
、
K
ohl(A
nm
.184),S.167
ff.が
、
ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
ラ
イ
ヒ
法
律
の
規
定
で
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
置
を
前
提
と
し
て
い

た
も
の
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。

(354
)
予
備
草
案
は
、
Blätter
für
adm
inistrative
Praxis
Band
70
(1920),S.72
ff.に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(355
)
ラ
イ
ヒ
に
複
数
の
審
級
を
置
か
な
い
と
い
う
点
は
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
立
に
係
る
以
後
の
草
案
で
も
同
様
で
あ
る
。

(356
)
も
っ
と
も
、
ラ
イ
ヒ
政
府
は
将
来
的
に
は
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
管
轄
事
項
を
順
次
拡
張
す
る
意
図
で
あ
っ
た
と
い
う
。
Franz

Braunw
art,D
as
künftige
Reichsverw
altungsgericht,Blätter
für
adm
inistrative
Praxis
Band
70
(1920),S.65
[67].

(357
)
ま
た
、
予
備
草
案
で
は
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
は
主
に
各
ラ
ン
ト
の
行
政
裁
判
制
度
の
審
級
を
経
た
後
の
上
級
審
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

て
い
た
が
、
ラ
ン
ト
法
の
規
定
と
ラ
イ
ヒ
法
の
抵
触
の
有
無
に
関
す
る
争
い
（
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
一
三
条
二
項
を
参
照
）
な
ど
に
つ
い
て
は
、

一
審
か
つ
終
審
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
後
述
の
仮
草
案
、
並
び
に
、
一
九
二
二
年
七
月
及
び
一
九
二
六
年
三
月
に
ラ
イ
ヒ
参
議
院

に
提
出
さ
れ
た
二
つ
の
草
案
で
も
同
じ
で
あ
る
。

(358
)
対
案
は
、
D
ultzig,Zum
V
orentw
urfeines
Gesetzes
über
das
Reichsverw
altungsgericht,PrV
Bl.41
(1920),S.253
[253

ff.]
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(359
)
予
備
草
案
の
場
合
と
異
な
り
、
対
案
は
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
が
一
審
か
つ
終
審
と
な
る
管
轄
事
項
は
定
め
て
い
な
か
っ
た
。

(360
)
と
は
い
え
、
各
ラ
ン
ト
の
行
政
裁
判
所
の
審
級
を
経
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
以
上
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
す
る
か
否
か
は
、

各
ラ
ン
ト
の
行
政
裁
判
所
の
管
轄
事
項
の
定
め
方
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

(361
)
な
お
、
K
ohl(A
nm
.184),S.178
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
〇
年
一
月
に
ラ
イ
ヒ
内
務
省
で
行
わ
れ
た
各
ラ
ン
ト
の
代
表
者
と
の
協
議
の
際

に
も
、
各
ラ
ン
ト
が
行
政
裁
判
所
の
組
織
、
管
轄
事
項
及
び
手
続
に
関
し
て
最
低
限
実
現
す
べ
き
基
準
を
、
予
備
草
案
の
中
に
設
け
る
べ
き
と

の
要
求
が
な
さ
れ
た
と
い
う
。

(362
)
Reichsm
inisterium
des
Innern,V
orläufiger
Entw
urf
eines
Gesetzes
über
das
Reichsverw
altungsgericht
(1921).

(363
)
Reichsm
inisterium
des
Innern
(A
nm
.362),S.27.ヴ
ァ
イ
マ
ル
期
の
ラ
イ
ヒ
の
財
政
状
況
に
関
し
て
は
、
大
島
通
義
「
ヴ
ァ
イ
マ

ル
共
和
国
末
期
に
お
け
る
財
政
破
綻
―
―
ヒ
ル
フ
ァ
デ
ィ
ン
グ
財
政
を
め
ぐ
る
政
治
諸
集
団
の
利
害
対
立
を
中
心
に
―
―
」
ア
ナ
リ
ス
ト
一
四
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巻
三
号
（
一
九
六
八
年
）
二
八
頁
以
下
、
同
「
大
恐
慌
初
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
財
政
過
程
」
経
済
学
年
報
一
二
号
（
一
九
六
八
年
）
二
九
三

頁
以
下
、
同
「
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
政
権
に
お
け
る
財
政
政
策
の
指
導
」
三
田
学
会
雑
誌
六
三
巻
二
号
（
一
九
七
〇
年
）
一
五
頁
以
下
、
伊
東
弘

文
「
ド
イ
ツ
・
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
一
九
一
九
-
二
三
）
と
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
の
賠
償
・
財
政
政
策
」
北
九
州
大
学
商
経
論
集
一
一
巻

三
・
四
号
（
一
九
七
六
年
）
四
三
三
頁
以
下
、
同
「
ド
イ
ツ
・
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
終
焉
と
通
貨
・
財
政
改
革
（
一
九
二
三
年
-
一
九
二
四

年
）（
一
）
～
（
三
・
完
）」
北
九
州
大
学
商
経
論
集
一
三
巻
一
号
六
九
頁
以
下
、
二
号
四
五
頁
以
下
、
一
四
巻
一
号
三
七
頁
以
下
（
一
九
七
七

～
七
八
年
）、
Ｈ
・
モ
テ
ッ
ク
ほ
か
（
大
島
隆
雄
ほ
か
訳
）『
ド
イ
ツ
経
済
史
―
―
ビ
ス
マ
ル
ク
時
代
か
ら
ナ
チ
ス
期
ま
で
（
一
八
七
一
-
一
九

四
五
年
）』（
大
月
書
店
、
一
九
八
九
年
）
一
一
五
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

(364
)
Reichsm
inisterium
des
Innern
(A
nm
.362),S.30.

(365
)
な
お
、
こ
の
仮
草
案
に
対
し
て
も
、
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
は
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
管
轄
事
項
の
拡
張
、
さ
ら
に
は
概
括
主

義
の
導
入
を
主
張
し
て
い
た
。
K
ohl
(A
nm
.184),S.195.

(366
)
K
ohl
(A
nm
.184),S.210
ff.

(367
)
Reichsratsdrucksachen
1922
Band
2
N
r.187,S.34
f.

(368
)
Reichsratsdrucksachen
1922
Band
2
N
r.187,S.47.

(369
)
も
っ
と
も
、
Reichsratsdrucksachen
1922
Band
2
N
r.187,S.52
は
、
一
九
二
二
年
草
案
が
定
め
る
基
準
は
、
す
で
に
多
く
の
ラ

ン
ト
で
妥
当
し
て
い
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
基
準
を
定
め
る
権
限
は
、
ラ
イ
ヒ
の
競
合
的
立
法
権
限
に
関

す
る
ヴ
ァ
イ
マ
ル
憲
法
七
条
三
号
（「
刑
の
執
行
を
含
む
裁
判
手
続
及
び
官
庁
間
の
共
助
」）
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
V
gl.auch

Jellinek
(A
nm
.190),S.16.

(370
)
こ
の
他
、
一
九
二
六
年
三
月
及
び
一
九
三
〇
年
八
月
に
提
出
さ
れ
た
、
後
述
の
二
つ
の
草
案
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
一
九
二
二
年
草
案
は
、

ラ
イ
ヒ
の
特
別
行
政
裁
判
所
の
う
ち
、
連
邦
救
貧
局
の
管
轄
事
項
に
限
っ
て
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
に
移
し
て
い
る
（
二
二
条
）。

(371
)
K
ohl
(A
nm
.184),S.214
f.

(372
)
K
ohl
(A
nm
.184),S.218.

(373
)
Reichsratsdrucksachen
1926
Band
1
N
r.34,S.9.

(374
)
Reichsratsdrucksachen
1926
Band
1
N
r.34,S.9.
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(375
)
な
お
、
Lassar
(A
nm
.196),S.97
は
、
一
九
二
二
年
草
案
の
不
成
立
の
原
因
と
し
て
、
各
ラ
ン
ト
が
自
ら
の
権
限
の
喪
失
を
危
惧
し
た

こ
と
に
加
え
て
、
ラ
イ
ヒ
の
官
僚
が
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
置
に
抵
抗
し
た
こ
と
も
指
摘
す
る
。

(376
)
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
一
九
二
二
年
草
案
の
審
議
の
中
で
も
、
こ
う
し
た
認
識
を
示
し
て
い
た
。
Reichsratsdrucksachen
1926
Band
1

N
r.34,S.9.

(377
)
K
ohl(A
nm
.184),S.225.V
gl.auch
M
artin
Löw
enthal,D
er
Gesetzentw
urfüber
das
Reichsverw
altungsgericht,D
JZ
31

(1926),Sp.475
[478
f.].

(378
)
K
ohl
(A
nm
.184),S.247
f.

(379
)
V
erhandlungen
des
Reichstags
3.W
ahlperiode
Band
388,S.4464
f.こ
の
提
案
の
背
景
の
一
つ
に
は
、
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー

が
バ
イ
エ
ル
ン
で
演
説
を
禁
止
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
フ
リ
ッ
ク
議
員
は
、
演
説
禁
止
の
適
法
性
を
審
査
す
る
独
立
の
裁
判
所
が
な
い
点
を

批
判
し
た
の
で
あ
る
。

(380
)
K
ohl
(A
nm
.184),S.262.

(381
)
V
erhandlungen
des
Reichstags
3.W
ahlperiode
Band
405,A
nlage
N
r.1509.

(382
)
Reichsratsdrucksachen
1926
Band
1
N
r.34,S.10
ff.

(383
)
Reichsratsdrucksachen
1926
Band
1
N
r.34,S.11,13,16
;Reichsratsdrucksachen
1926
Band
1
N
r.39,S.4.V
gl.auch

K
ülz,W
ege
zur
V
erstärkung
des
Rechtsschutzes
im
öffentlichen
Rechtsleben,D
JZ
32
(1927),Sp.13
[15].

(384
)
Jellinek
(A
nm
.190),S.31.

(385
)
Jellinek
(A
nm
.190),S.31
;M
ende
(A
nm
.348),S.469.

(386
)
な
お
、
Lassar
(A
nm
.196),S.100,102
は
、
本
来
は
独
立
し
た
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
置
が
求
め
ら
れ
る
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
に

対
す
る
抵
抗
が
激
し
い
場
合
に
は
、
暫
定
的
に
ラ
イ
ヒ
ス
ゲ
リ
ヒ
ト
に
行
政
部
を
付
設
す
る
こ
と
で
満
足
す
べ
き
と
述
べ
て
い
た
。

(387
)
M
arohn
(A
nm
.245),S.405
ff.;N
aw
iasky
(A
nm
.201),S.100
;Gulden
(A
nm
.196),S.35
f.V
gl.auch
Lassar
(A
nm
.196),

S.100.

(388
)
Jesse
(A
nm
.201),Sp.8
;M
enzel,Gesetz
über
das
Reichsverw
altungsgericht,D
ie
Justiz
Band
5
(1929/30),S.759

[760]
;Reichsratsdrucksachen
1930
Band
3
N
r.155,S.10.た
だ
し
、
一
九
二
六
年
草
案
は
、
従
前
の
ラ
イ
ヒ
経
済
行
政
裁
判
所
の
管
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轄
事
項
を
扱
う
部
は
ベ
ル
リ
ン
に
置
く
こ
と
に
し
て
い
た
（
一
三
条
二
項
）。

(389
)
K
ohl
(A
nm
.184),S.269
ff.V
gl.auch
Gulden
(A
nm
.196),S.17.

(390
)
K
ohl
(A
nm
.184),S.274.

(391
)
諸
ラ
ン
ト
会
議
は
、
ド
イ
ツ
の
国
家
構
造
の
改
革
（
い
わ
ゆ
る
ラ
イ
ヒ
改
革
〔
Reichsreform
〕）
に
つ
い
て
議
論
す
る
た
め
に
招
集
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
黒
川
康
「
ド
イ
ツ
国
民
国
家
に
お
け
る
連
邦
主
義
と
民
衆
―
―
ラ
イ
ヒ
改
革
（
一
九
二
八
～
一
九
三
〇
）
と
バ
イ
エ
ル

ン
―
―
」
史
苑
五
九
巻
一
号
（
一
九
九
八
年
）
二
二
頁
以
下
、
飯
田
芳
弘
「
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
に
お
け
る
民
主
的
単
一
国
家
論
」
権
左
武
志

編
『
ド
イ
ツ
連
邦
主
義
の
崩
壊
と
再
建
―
―
ヴ
ァ
イ
マ
ル
共
和
国
か
ら
戦
後
ド
イ
ツ
へ
―
―
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
三
五
頁
以
下
を

参
照
。

(392
)
Reichsratsdrucksachen
1930
Band
3
N
r.155,S.10.

(393
)
V
erhandlungen
des
Reichstags
3.W
ahlperiode
Band
421,A
nlage
N
r.3857.

(394
)
V
erhandlungen
des
Reichstags
3.W
ahlperiode
Band
395,S.13772.

(395
)
Reichsratsdrucksachen
1930
Band
3
N
r.155,S.11.ち
な
み
に
、
そ
れ
以
前
に
ド
レ
フ
ス
も
、
前
述
の
対
案
を
作
成
す
る
過
程
で

同
様
の
構
想
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
V
gl.Christian-Friedrich
M
enger,Zur
Geschichte
der
V
erw
altungsgerichtsbarkeit

in
D
eutschland,D
öV
1963,726
[728].

(396
)
K
ohl
(A
nm
.184),S.293
f.,296
ff.

(397
)
K
ohl
(A
nm
.184),S.340
ff.,371.

(398
)
V
erhandlungen
des
Reichstags
4.W
ahlperiode
Band
427,S.5144,5147,5167,Band
428,S.5586.こ
の
要
求
は
、
ラ
イ
ヒ
内

務
省
、
ラ
イ
ヒ
交
通
省
及
び
ラ
イ
ヒ
司
法
省
の
予
算
案
を
審
議
す
る
過
程
で
、
複
数
の
議
員
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

(399
)
Reichsratsdrucksachen
1930
Band
3
N
r.155,S.11.

(400
)
た
だ
し
、
ラ
イ
ヒ
の
行
政
庁
や
ド
イ
ツ
国
有
鉄
道
の
命
令
又
は
処
分
が
争
わ
れ
る
と
き
で
も
、
ラ
イ
ヒ
法
の
規
定
に
よ
り
、
ラ
イ
ヒ
行
政

裁
判
所
が
各
ラ
ン
ト
の
行
政
裁
判
制
度
の
審
級
を
経
た
後
の
上
級
審
と
し
て
裁
判
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
（
二
七
条
ａ
号
・
二

八
条
以
下
）。

(401
)
Reichsratsdrucksachen
1930
Band
3
N
r.155,S.15.
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(402
)
ラ
ン
ト
の
行
政
庁
の
命
令
又
は
処
分
が
争
い
の
対
象
に
な
る
場
合
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
は
、
各
ラ
ン
ト
の
行
政
裁
判
制
度
の
審
級
を
経

た
後
の
上
級
審
と
さ
れ
た
（
二
七
条
ｂ
号
・
二
八
条
以
下
）。

(403
)
Reichsratsdrucksachen
1930
Band
3
N
r.155,S.17.V
gl.auch
H
.Rottm
ann,V
erw
altung
und
V
erw
altungsgerichts-

barkeit(1931),S.59.た
だ
し
、
一
九
三
〇
年
草
案
二
二
条
三
項
に
よ
れ
ば
、
ラ
ン
ト
の
行
政
庁
の
他
の
命
令
や
処
分
で
ラ
イ
ヒ
法
違
反
が
問

わ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
ラ
イ
ヒ
政
府
は
ラ
イ
ヒ
参
議
院
の
同
意
を
得
て
、
そ
れ
を
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
管
轄
事
項
に
含
め
る
こ
と
が
で

き
る
と
さ
れ
て
い
た
。

(404
)
Reichsratsdrucksachen
1930
Band
3
N
r.155,S.18.

(405
)
ラ
イ
ヒ
政
府
は
、
そ
の
よ
う
な
権
限
の
移
行
に
よ
っ
て
、
ラ
ン
ト
の
行
政
裁
判
制
度
の
経
費
削
減
が
可
能
に
な
る
と
考
え
て
い
た
。

Reichsratsdrucksachen
1930
Band
3
N
r.155,S.11.

(406
)
V
gl.Reichsverw
altungsgericht
1932?,RuPrV
Bl.53
(1932),S.1
[4]
;人
見
・
前
掲
注
（
181
）
二
八
五
頁
。

(407
)
K
ohl(A
nm
.184),S.378
f.な
お
、
W
illibalt
A
pelt,Reichsverw
altungsgericht
und
Landesrecht,RuPrV
Bl.52
(1931),S.

241
[244
f.]
も
、
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
を
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
に
改
組
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
影
響
が
強
く
な
り
、

他
の
ラ
ン
ト
の
判
例
の
優
れ
た
点
が
失
わ
れ
る
お
そ
れ
を
指
摘
し
て
い
た
。

(408
)
K
ohl
(A
nm
.184),S.395.さ
ら
に
、
人
見
・
前
掲
注
（
181
）
二
八
五
頁
も
参
照
。

(409
)
V
gl.auch
W
elser,D
as
Reichsverw
altungsgericht,JW
1921,1288
[1289].

(410
)
そ
の
よ
う
な
論
者
と
し
て
、
Scholz,
A
llgem
eine
Besprechung
derEntw
ürfe
einesGesetzesüberdasReichsverw
altungs-

gericht,PrV
Bl.41
(1920),S.285
[288]
;E.K
lotz,W
irtschaft
und
Rechtsschutz,Zeitschrift
für
badische
V
erw
altung
und

V
erw
altungsrechtspflege
56
(1924),S.73
[76]
;Jesse
(A
nm
.201),Sp.3.

(411
)
概
括
主
義
の
採
用
を
主
張
す
る
も
の
に
、
注
（
412
）・（
413
）
掲
記
の
文
献
の
ほ
か
、
K
arlFriedrichs,V
orentw
urf
eines
Gesetzes

über
das
Reichsverw
altungsgericht,V
erw
A
rch
28
(1921),S.202
[209]
;Schoen,D
er
vorläufige
Entw
urfeines
Gesetzes

über
das
Reichsverw
altungsgericht,D
JZ
26
(1921),Sp.789
[790
f.]
;H
übener,Zum
vorläufigen
Entw
urfe
eines
Gesetzes

über
das
Reichsverw
altungsgericht,PrV
Bl.43
(1922),S.351
[352]
;M
arohn
(A
nm
.245),S.391.

(412
)
Lassar
(A
nm
.196),S.98
f.

ドイツにおける行政訴訟の類型の歴史的展開（三）

(阪大法学) 67 (2-43）275〔2017.⚗〕



(413
)
Bill
D
rew
s,Reichsverw
altungsgericht,D
JZ
26
(1921),Sp.86
[87
f.].V
gl.auch
Schoen
(A
nm
.411),Sp.789.

(414
)
W
elser,D
as
künftige
Reichsverw
altungsgericht,Fischer̓s
Zeitschriftfür
V
erw
altungsrecht65
(1930),S.289
[293
ff.].

(415
)
Lassar
(A
nm
.292),S.18
ff.,35,43
f.

(416
)
Lassar
(A
nm
.292),S.8
f.他
に
も
、
一
九
三
二
年
に
実
施
さ
れ
た
公
法
学
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
中
で
、
ビ
ュ
ー
ラ
ー
は
、
法
制
度

が
流
動
的
な
状
況
の
下
で
は
列
挙
主
義
の
欠
点
が
顕
在
化
す
る
と
指
摘
し
て
い
た
。
Reichsverw
altungsgericht
1932?,RuPrV
Bl.53

(1932),S.1
[6].な
お
、
本
文
で
紹
介
し
た
ラ
ッ
サ
ー
ル
の
所
説
に
対
し
て
は
、
M
artin
Löw
enthal,D
as
Reichsverw
altungsgericht,

RuPrV
Bl.52
(1931),S.305
[307]
が
、
ラ
イ
ヒ
政
府
の
立
案
関
係
者
の
立
場
か
ら
反
論
を
行
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
広
範
な
管
轄

事
項
を
提
案
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
草
案
の
成
立
を
危
う
く
す
る
よ
り
も
、
政
治
的
に
実
現
可
能
な
範
囲
で
管
轄
事
項
を
認
め
る
方
が
、
権
利
保

護
に
と
っ
て
は
有
効
で
あ
る
。
ま
た
、
警
察
処
分
以
外
の
ラ
ン
ト
の
行
政
庁
の
命
令
又
は
処
分
に
つ
い
て
も
、
一
九
三
〇
年
草
案
で
は
二
二
条

三
項
に
よ
り
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
管
轄
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。

(417
)
Lassar
(A
nm
.292),S.33
ff.,44.

(418
)
H
erm
ann,D
as
Reichsverw
altungsgericht,D
JZ
35
(1930),Sp.667
[670].

(419
)
な
お
、
ErnstIsay,Feststellungsklage
und
Reichsverw
altungsgericht,D
JZ
35
(1930),Sp.1562
[1562
f.]
は
、
と
り
わ
け

国
籍
確
認
訴
訟
の
導
入
を
主
張
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
原
・
前
掲
注
（
181
）
一
〇
七
頁
も
参
照
。
も
っ
と
も
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
の
見

解
に
対
し
て
、
Löw
enthal(A
nm
.416),S.308
は
、
確
認
訴
訟
は
当
事
者
訴
訟
で
は
適
切
な
訴
訟
類
型
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
九
三
〇
年
草

案
が
定
め
る
管
轄
事
項
は
行
政
庁
の
命
令
又
は
処
分
と
い
っ
た
高
権
的
行
為
を
争
う
場
合
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
は
高
権
的
行

為
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
の
で
、
確
認
訴
訟
を
認
め
る
必
要
性
は
な
い
と
述
べ
て
い
た
。

(420
)
Lassar
(A
nm
.292),S.35,43
f.た
だ
し
、
ラ
ッ
サ
ー
ル
は
一
定
期
間
の
不
作
為
を
拒
否
処
分
と
み
な
す
旨
の
規
定
を
提
案
す
る
に
止

ま
っ
た
。
他
方
で
、
不
作
為
に
対
す
る
救
済
を
否
定
す
る
見
解
と
し
て
、
注
（
248
）
を
参
照
。

(421
)
こ
の
他
、
ラ
イ
ヒ
行
政
裁
判
所
の
設
立
構
想
の
中
で
は
、
抗
告
訴
訟
と
当
事
者
訴
訟
の
関
係
に
つ
い
て
も
一
定
の
議
論
が
見
ら
れ
た
が
、

そ
の
点
の
考
察
は
別
の
機
会
に
行
う
こ
と
に
し
た
い
。
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